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文 教 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成１７年１２月１２日（月）午前１０時　１分　開会

　　　　　　　　　　　　　　午後　３時３２分　閉会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 石橋徳治  副委員長 渡辺慎吾  委　　員 山崎雅数

委　　員 川口純子  委　　員 川端福江  委　　員 森内一蔵

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 教育長　和島　剛

教育総務部長　羽原　修 同部理事　福元　実 

同部次長兼総務課長　馬場　博　　　　　同部参事兼学校教育課長　大路　守

同部参事兼教育研究所長　石田ふみえ　　学校教育課参事　前馬晋策

同課指導主事　宮地　仁 同課指導主事　奥田不二夫 学務課長　田橋正一　

人権教育室長　西村友司

生涯学習部長　奥田秋広 同部市民図書館長　高山真弓

生涯学習課長　木下好宏 

１．出席した議会事務局職員

事務局長　岸本文夫 同局主幹　日垣智之

１．審査案件（審査順）

　議案第７６号　平成１７年度摂津市一般会計補正予算所管分

　議案第１０５号　摂津市立学校条例の一部を改正する条例制定の件

　議案第８２号　摂津市青少年運動広場指定管理者指定の件

　議案第８３号　摂津市立体育館指定管理者指定の件

　議案第８４号　摂津市立テニスコート指定管理者指定の件

　議案第８５号　摂津市立温水プール指定管理者指定の件

　議案第８６号　摂津市スポーツ広場指定管理者指定の件

　議案第１０６号　摂津市立鳥飼図書センター条例の一部を改正する条例制定の件

　議案第１０７号　摂津市立学童保育室条例の一部を改正する条例制定の件
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（午前１０時１分　開会）

○石橋委員長　ただいまから、文教常任

委員会を開会します。

　理事者から、あいさつをお願いします。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　きょうは、何かとお忙しい中、文教常

任委員会をおもちいただきまして、大変

ありがとうございます。

　本日は、過日の本会議で本委員会に付

託されました案件につきまして、ご審議

をいただくことになりますけれども、ど

うか慎重審議のうえ、ご可決賜りますよ

うよろしくお願い申し上げます。

　私、一たん、退席をいたしますけれど

も、在庁いたしておりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。

○石橋委員長　あいさつが終わりました。

　本日の委員会記録署名委員は、川端委

員を指名いたします。

　審査の順序につきましては、お手元に

配付しています案のとおり行うことに異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○石橋委員長　異議なしと認め、そのよ

うに決定します。

　暫時休憩します。

（午前１０時２分　休憩）

（午前１０時３分　再開）

○石橋委員長　再開します。

　議案第７６号所管分の審査を行います。

　本件につきましては、補足説明を省略

し、質疑に入ります。川端委員。

○川端委員　おはようございます。

　それでは、議案第７６号、平成１７年

度摂津市一般会計補正予算（第４号）、

６ページの債務負担行為の補正のうち、

小学校統廃合事業が平成１７年度から平

成１８年度の２か年の債務負担行為で２，

６２４万６，０００円計上されています

が、内容についてお聞かせいただきたい

と思います。

○石橋委員長　馬場次長。

○馬場教育総務部次長　お答えいたしま

す。

　今回、小学校統廃合事業ということで、

期間、平成１７年から１８年の２か年に

わたりまして、限度額２，６２４万６，

０００円の債務負担行為を補正で上げさ

せていただいております。

　この内容につきましては、今回の小学

校の統廃合にかかわります柳田小学校及

び、味舌東小学校にかかる設計予算並び

に、その建築確認予算として所要の額を

計上したものでございます。よろしくお

願いいたします。

○石橋委員長　川端委員。

○川端委員　それでは、２回目の質問を

させていただきます。

　小学校統廃合事業を実施するために、

実施設計のための債務負担行為との今の

ご説明でございますが、この時期に、な

ぜ補正を行わなければならないのか。

　この小学校統廃合問題で、三宅、味舌

各小学校で行われた地元説明会について、

私も参加をいたしましたが、客観的に見

て、ＰＴＡをはじめ、地域住民の皆さん

の十分な説明が行われたのかどうかにつ

いて、改めて説明会の内容と、判断した

基準についてお聞かせください。

　２点目は、このようなことから、今回

の１２月議会での補正予算では、債務負

担行為でなく、平成１８年度当初予算で

計上できないのでしょうか。

　３点目は、この債務負担行為で実施設

計を行うとの答弁でございますが、この

２，６２４万６，０００円の設計での範

囲は、どのような内容で設計完成時期は、

いつの予定になっているのかお聞かせく

ださい。
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　以上で、２回目の質問を終わります。

○石橋委員長　馬場次長。

○馬場教育総務部次長　今回、補正した

意味合いということでございますが、一

応、統合に関しますいろんな準備がござ

います。その中で一番大きいのは、やは

り柳田小学校並びに味舌東小学校に三宅

小学校並びに味舌小学校の児童を受け入

れするための施設整備が必要になったも

のでございます。

　それで、柳田小学校の場合は、基本的

には今ある施設の中で普通教室を確保す

るということでございますが、いずれに

いたしましても夏休み中の工事というこ

とを考えておりますので、今のこの時点

で補正予算を組ませていただきまして、

来年の夏休みに間に合わせたいと、そう

いうように考えております。

　それから、味舌東小学校の場合は、味

舌小学校から来る児童を勘案しますと、

約１０教室程度の普通教室、並びに増築

するために建築基準に係る特別教室等の

改築等も発生いたしますので、そういっ

たことを考えれば、今の時期から設計の

業者選択をいたしまして、１８年度前半

の早い時期に設計を終わって、１８年度

の後半から１９年度の２か年にわたって

工事をする。その期間が要るということ

でございまして、今回補正を上げさせて

いただいておりますので、よろしくお願

いいたします。

　それから、１８年度当初予算でもいい

んではないかということでございますが、

それにつきましては、今申し上げたとお

りでございますので、現在、１７年度で

設計のための入札をして、業者を選定し

て、やっていく日程で考えております。

　なお、今回債務負担を上げましたのは

設計でございますので、支払いが設計図

書ができ上がった段階での支払いになり

ます。

　したがいまして、１７年度につきまし

ては契約行為のみで支払いが発生いたし

ません。ですから、債務負担行為という

ことで契約するための予算をさせていた

だきまして、支払いそのものの必要な予

算につきましては、１８年度当初予算で

ここに計上いたしております２，６２４

万６，０００円の限度額の範囲内で当初

予算で計上してまいりたいと、そのよう

に考えておりますので、よろしくお願い

いたします。

　１７年度は今現在ですから、契約する

ために、どうしても債務負担行為という

予算措置が要りますので、支払いの発生

自体は１８年度に発生しますので、１８

年度当初予算に、この限度額の範囲内で

させていただくということでございます

ので、よろしくお願いいたします。

　それと、説明会でどの程度までご理解、

納得いただいたかということでございま

すが、基本的には、私どもは平成１４年

にこの統廃合のための審議会答申をいた

だきまして、１年間は幼稚園の統廃合に

取り組んだわけでございますが、１５年

から今日まで２年半の間、一定、説明会

をさせていただきました。

　その説明会の中では、地元、保護者の

要望がございましたので、役員さまでし

た場合もありますし、全体でやった場合

もあります。また、自治会の場合も役員

さまでやった場合もありますし、個別の

自治会へ行った場合もございます。

　基本的には、私どもは要望のあった説

明会は、すべて出席させていただきまし

て、説明をさせていただいたわけでござ

います。

　その中で、まず最初に審議会答申の内

容を知っていただくのが、やはり先決で

ございますので、最初は審議会答申の内
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容の説明をさせていただいて、その中で

一定いろんなご質問をいただく中で個別

にお答えしてきたわけでございます。

　ある程度、説明会をする中で、やはり

質問内容なりが一定整理されてきたとい

うことで、こちらとしましては一定、論

点が整理されてきたということでござい

ますので、その後、教育長も出席いたし

まして、教育委員会の方針なりを決めさ

せていただくということのご説明をして、

今日まで来たわけでございます。

　ただ、その中で地元にやはり学校があ

る。そのことを思う地元の気持ちである

とか、やはりどうしても学校が遠くなっ

てしまうということについての保護者の

心配とか、そういったことについて私ど

もはできるだけ説明をしてきたつもりで

ございますが、やはりどうしても地元に

残してほしいと、そういう気持ちについ

ては一定、最後まで気持ちとして残って

しまったということでございます。

　ただ、私どもとしましては、この間、

一応誠実に説明させていただいたつもり

でございますので、よろしくお願いいた

します。

○石橋委員長　川端委員。

○川端委員　大体、今説明いただきまし

て、わかりました。それでは、３回目の

質問をさせていただきます。

　後ほど議案第１０５号で条例審査を行

いますが、今回、小学校統廃合事業では、

味舌、味舌東小学校は平成２０年４月で、

三宅、柳田小学校は平成１９年４月なっ

ています。

　今、説明がありましたように、小学校

統廃合事業で時期に間に合わせるために、

補正予算で計上したのはわかりました。

　実施時期につきましては、少し考えも

ありますので、議案第１０５号で改めて

お聞きをしたいと思います。

　今回の補正予算内容及び今後の整備計

画につきまして、議会終了後、地元説明

はされるのでしょうか。

　また、当事者の要望は、どのような形

で聞かれるのかお伺いいたします。

　２点目は、今、子どもの安全が問われ

ています。特に学校の通学時に、広島、

栃木県などで子どもが殺害をされたり、

また誘惑されたとか、最近多く報道され

ています。

　このようなことから、子どもの通学路

の安全確保については、この実施設計に

は盛り込まれていませんが、どのように

考えておられるのかお聞きをいたします。

　４点目、同じように小学校の児童の環

境が変わることについても大変気になり

ます。

　児童のケアとしてのスクールカウンセ

ラーや、統合までの交流プログラムは入っ

ていないように聞きました。いつからそ

の検討を行うのでしょうか。

　５点目ですけども、跡地利用について

も今回の補正には入っていないようです

が、いつごろ公表できるのかお聞かせく

ださい。

　以上で３回目の質問を終わります。

○石橋委員長　羽原部長。

○羽原教育総務部長　まず、議決をちょ

うだいした後、具体的に地元のご意見等

を伺うのか、また説明するのかというこ

とでございますが、議決後には具体的な

課題について、やっぱり地元の方、保護

者の方々ときちんと相談をしながら進め

ていく必要があるというふうには考えて

おります。

　ですので、教育委員会で今現在、作業

を進めておりますが、諸課題の整理及び

スケジュールの整理ということかござい

ますので、改めてまた保護者の方々、必

要であれば地元の方々と、そういうこと
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を整理をし、今後の見通しを持っていく

ための場を設けていきたいなというふう

には考えております。

　通学路の安全の問題でございます。特

に最近、安全が犯される事件が多発して

おりまして、私ども非常に憂慮しておる

ところでございます。

　先日も校長会を開きまして、学校の体

制を取り直すこと、また通学路を改めて

点検すること、そのあたりの指示をした

ところでございますが、非常に、特に下

校時の低学年の子どもたちの安全という

ことで、非常に悩ましい、学校だけ、行

政だけではなかなかやり切れない課題と

いうふうに思っておりまして、やはり地

域の方々のご協力をいただく必要もある

というふうには認識しておりますので、

見まもり隊のような取り組みを今後きち

んと、より丁寧に取り組んでいく必要が

あるのではないかというふうに思ってお

るところでございます。

　統廃合にかかわります通学路の見直し

につきましては、学校の区域、通学区域

が確定をした後に学校が保護者の方々と

改めて相談をしながら、現実の通学路を

どうするか。これは、これから決めてい

くわけでございますけども、その中には

当然、安全の確保という問題が大きな課

題というふうに認識しておりますので、

そういう学校と保護者の方々が決めてい

く作業の中には教育委員会も、やはりそ

の中での議論を十分に受けとめながら対

応策については積極的に講じてまいりた

いなというふうに感じておるところでご

ざいます。

　跡地問題でございますが、これは教育

委員会が本来的に所管することでもない

と思うんですけども、説明会の場等でも

さまざまなご意見のあったところでござ

います。これからどうしていくか、そこ

の説明会の場でのご意見、ご要望も十分

に市長部局の方にも伝えながら、今後、

地元の方々、関係する方々のご意見を伺

いながら決めていくべきことというふう

に考えておるところです。

○石橋委員長　大路参事。

○大路教育総務部参事　それでは、児童

のケアにかかわる部分について答弁をさ

せていただきます。

　統合後の学校に通う子どもたちの心の

ケアについては、十分配慮をする必要が

あるものと考えております。

　必要に応じてスクールカウンセラーの

有効な活用を検討してまいりたいと思い

ます。

　具体的には、本議会で議案の承認がい

ただければ、子どもたちの事前交流のプ

ログラムの作成のための教職員の研修を

実施する予定でございます。

　それと並行して、早期に２校の学校間

に仮称でございますが、統合対策特別委

員会を設置し、統合後の新しい学校づく

りの準備や子どもたちの事前の交流プロ

グラムについて検討に入る予定でござい

ます。

○石橋委員長　川端委員。

○川端委員　それでは、４回目の質問を

させていただきます。

　それぞれ、今、お聞きをし、理解はい

たしました。あとは要望とさせていただ

きます。

　まず１点目は、今回の予算が可決し、

事業計画案が決定するまでに地元の意見

を十分反映していただくように要望いた

します。

　２点目は、通学路の安全確保について

は、子どもたちや保護者が安心して通学

できるよう責任をもって取り組んでいた

だくよう要望いたします。

　３点目は、統合に伴う施設整備につい
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ては、地元の意見を十分に聞くように要

望いたします。

　４点目は、他市の状況を私もお聞きを

いたしましたけれども、やはり保護者や

住民の皆さんの意見をまずは聞き、そし

て対応する努力をされておられます。そ

ういった意味におきましても、学校跡地

について、また地域の避難地やコミュニ

ティのことなどを配慮するとともに、関

係者の意見をよく聞くようお願いいたし

ます。

　そして、今後とも誠意をもって、また

子どもたちのためを一切に基準において

最大の配慮をしていただきますよう要望

いたします。以上で質問を終わります。

○石橋委員長　山崎委員。

○山崎委員　では、あわせて同じ項目な

んですが、補正予算についてお聞きいた

します。

　今の答弁で、この統廃合事業、校舎の

増築の設計費用、夏休みに間に合わせる

ということはわかるんですけども、統廃

合がこの議会で決定されて、そうすると

年明けから早速、設計を依頼するために

必要な措置ということはわかるんです。

　これは、まだ私は賛否が分かれている

この状態で予算措置まで提案してくると

いう点で、市民の感情を教育委員会の皆

さんは、どういうふうに考えてられるの

かと、残念でならないんです。

　あまりに事務的過ぎるのではないかと。

でも、希望を聞くとか、要望を集めると

か、そういうふうに、ずっと言われてこ

の間、この議案の提出にもつながってき

た。この態度が、要望を聞くという態度

に全然つながっていないんではないかと

いう市民の感情があると思うんです。こ

の辺をどう考えておられるのか、ぜひお

聞かせいただきたいと思います。

　まず、市民の態度をこの後、硬化させ

て、決定後でも議会、それこそ市長のリ

コールとか、決定をくつがえさんという

運動が起きないとも限らないと私は思っ

てるんですけれども、その辺、どういう

ふうに市民の要望を聞いて持ってきたの

かということで、今、この補正予算を出

してくる。確かに、夏休みに間に合わせ

るためにも、年明けには設計に入らない

といけないというのはわかるんですよ。

でも、それを持ってくるというところに

配慮がなかったのかということをちょっ

とお聞きしたいと思いますので、よろし

くお願いします。

○石橋委員長　馬場次長。

○馬場教育総務部次長　お答え申し上げ

ます。

　今回、統廃合に伴う条例と、それに必

要な予算措置を提案させていただいてお

ります。これは、原則的なことになりま

すが、予算を伴う条例につきましては、

条例を出すときに必要な予算措置も出し

て審議をいただくということが原則的な

取り扱いになろうかと思いますので、私

どもは予算と条例は一体のものと考えて

おりまして、今回提案させていただいた

ものでございます。よろしくお願いいた

します。

○石橋委員長　山崎委員。

○山崎委員　事務的にそういうのは非常

によくわかるんです。これ、先ほども来

年の予算でよかったんじゃないかという

話も出てたと思うんですけれども、賛否

が分かれてる問題については、ここへ出

してくるということがどうなのかと、私

はお聞きしたかったんですが、その辺を

考慮されたのかということ、ぜひ皆さん

の要望を聞くという態度をどこかであら

わしていただきたいと、私もずっと思っ

ておりますので、ぜひお願いいたします。

　以上、仕方がないと言うとおかしいん
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ですけれども、この部分でちょっと、引っ

掛かったものですからご意見だけ述べさ

せていただきます。

○石橋委員長　馬場次長。

○馬場教育総務部次長　再度お答え申し

上げます。

　今回、統廃合の条例を一応上げさせて

いただいております。したがいまして、

条例の中でそういった、いろんな審議が

されるものと考えておりまして、この補

正予算につきましては、その条例と一体

で処理すべき問題でございますので、ど

ちらかを上げるということではなくて、

条例と予算を一体のものとして上げさせ

ていただくということで、先ほどと同じ

お答えになって申しわけないんですが、

そういう形で上げさせていただいている

ということでございます。

○石橋委員長　森内委員。

○森内委員　今、各委員の方からも質疑

かあったんですけども、債務負担行為の

内容、それから計画については一応の説

明をいただいたんですけども、再度確認

しておきたいことは、債務負担行為によっ

て実施設計を組まれるということですが、

債務負担行為というのは、あくまでも行

為を示すものでありまして、予算を執行

するには改めて歳出のところで予算を計

上しなければならないと思うんですけど、

その辺についてどういうふうに考えてお

られるのか、お聞かせいただきたいと思

います。

　本来ならば、補正予算において歳出で

実施計画予算、これを組むべきだと思う

んですけれども、その点について、なぜ

今回これになったのか、その理由をお聞

かせいただきたいと思います。

　それと、債務負担行為の実施設計の範

囲ですけれども、味舌小学校、味舌東小

学校が統合されて、味舌東小学校に行く

ということを聞いておるんですけども、

先ほど教室の改修等おっしゃっておられ

ましたけれども、実施設計を行うに当たっ

て、どれぐらいの範囲で、これ年度をま

たがっていきますので、どれぐらいの範

囲で実施設計を組まれるのか、詳しい内

容をお聞かせいただけたらなと思います。

 それから、三宅小学校と柳田小学校も

統合されるということで、三宅小学校を

柳田小学校の方へ行くようになるんです

けれども、これについても改修が必要だ

ろうと思いますので、一応、１９年４月

ということですけれども、その辺につい

ての実施設計を組まれてると思うんです

けど、内容についてお聞かせいただけた

らなと思います。１回目は、以上です。

○石橋委員長　馬場次長。

○馬場教育総務部次長　まず、最初に債

務負担行為と歳出予算の関係ということ

のご質問だったと思いますので、お答え

申し上げます。

　今回、債務負担行為を上げております

のは、柳田と味舌東小学校を改修、ない

し増築するための必要な措置として債務

負担行為を上げさせていただいたわけで

ございますが、設計期間が今の時期です

と、どうしても年始年末を挟みますので、

１月に入札、そして契約ということにな

りますと、今年度、１７年度だけでは設

計が終わらないということになりまして、

１８年度も一定、設計のための期間が要

るように考えております。

　したがいまして、今回は契約に必要な

予算措置として、債務負担行為でトータ

ルの限度額を上げさせていただきました。

　設計の期間が１７年度、１８年度２か

年にわたりますので、その支払いにつき

ましては、設計図書ができた後に出来高

払いということになりますので、１７年

度はあくまでも契約をするための予算措
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置として債務負担行為を上げさせていた

だいて、限度額を取らせていただいたと。

　支払いにつきましては、今申し上げま

したように期間が２か年に渡りますので、

１８年度中の支払いということになりま

す。

　したがいまして、今回の補正予算では

なくて、１８年度の当初予算でその支払

いのための必要なこの限度額２，６２４

万６，０００円の範囲内で入札した金額

の当初予算を上げさせていただくという

形になります。

　通常であれば、もう少し早くこの議案

なり、補正予算が上がれば、今年度中の

完成ということであれば債務負担行為で

はなくて、委員がおっしゃっているよう

な補正予算で上げることも可能であるわ

けでございますが、今回につきましては

１２月議会の提案になりましたので、設

計期間を考えますと、どうしても２か年

にわたってしまうということで、今回は

契約のために必要な限度額だけをとらせ

ていただいて、その支払いについては１

８年度の当初予算で入札も終わっており

ますので、必要な額を計上していきたい

と、そのように考えております。

　それと、債務負担行為を行う中身でご

ざいますが、今回は三宅小学校を柳田小

学校に移すために必要な柳田小学校の改

修、それと味舌小学校を味舌東小学校に

移るための必要な改修予算ということで

ございまして、その内訳は柳田小学校の

場合は三宅小学校から約１５０名程度の

児童が移るわけでございますが、学級編

成を試算いたしますと、約３教室程度の

普通教室の確保が必要になってまいりま

す。

　したがいまして、今回の債務負担の設

計の中では、その３教室の普通教室を確

保するために、今現在、例えば資料室で

ございますとか教具室等で従前普通教室

であったものを余裕教室として、そうい

う施設に転用いたしておりますので、今

ある校舎の中をその３教室を確保するた

めの改修のための必要な設計見積もり、

それと､職員室であるとか、事務室であ

るとか、そういう管理諸室、これにつき

ましては先生等がふえますので、そうい

う管理諸室の大きさも広げなければなら

ないということもありますので、そうい

う統合に伴って必要となる管理諸室等の

改修のための設計を考えております。

　それと、味舌東小学校につきましては、

味舌小学校から児童が移るわけでござい

ますが、この場合、約１０教室程度の普

通教室が必要となってまいります。

　そうしますと、今現在の味舌東小学校

の普通教室棟では確保できかねますので、

新たに普通教室棟の増築、それと普通教

室棟を増築するために、現在、味舌東小

学校にかかっているいろんな建築上の規

制であるとか、消防上の規制であるとか、

そういった部分をクリアするために、特

別教室棟の改築が必要になってまいりま

す。

　ですから、特別教室棟の改築、それと

柳田と同じでございますが、職員室であ

るとか、事務室であるとか、そういった

管理諸室の改修でございます。そういっ

た部分を設計の中というふうに考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。

○石橋委員長　森内委員。

○森内委員　この補正予算の中で債務負

担行為というのは、本来なれば補正予算

で、きっちりやらないと今、騒がれてお

りますように決断が、今決めたと、今ま

でに審議会等で長い年月をかけてやって

きたのが、なぜ今ごろこういうことにな

るのかというふうな誤解を生む原因だと

思います。こういうところをやっぱり、
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きっちりしないと、本来ならば補正予算

できっちりとやって、債務負担行為とい

うようなことが起きて、今、急遽やらな

ければならないということになると、や

はりにわか仕立てというような誤解を生

むんじゃないかなと、その辺の見解を一

遍聞かせていただきたいなと思うんです。

　この実施設計を組まれるということで、

柳田小学校には３教室、それから味舌小

学校には約１０教室ということですけれ

ども、この差はあろうと、期間的な、今

度議案１０５号でいろいろと、またお聞

きをするんですけれども、その根拠とし

て１９年４月と、それから２０年４月と

いうことで、工事の内容によって統廃合

というのが期間が分かれたかのように思

うんですけども、これは１０５号で聞き

ますけど、ちょっと触れていただけたら

なと思います。

　その内容で、とにかくこの債務負担行

為に至るまでの経過というのは非常に大

事だと思いますので、その辺のところだ

けきちんと説明していただきたいと思い

ます。

○石橋委員長　馬場次長。

○馬場教育総務部次長　再度、お答え申

し上げます。

　今回、債務負担行為を上げるに至った

経過でございますが、委員おっしゃるよ

うに、当初予算なり、しかるべき時期に

補正を上げて年度内に設計図書を完成す

るという形であれば翌年度当初から工事

にもかかれるということでございますの

で、ご指摘の点はもっともだと考えてお

りますが、私どもはこの間、答申をいた

だいて、最初の年は幼稚園を１年間やり

ましたが、その後、２年半かけまして、

なるべく多くの話し合いをさせていただ

く中で一定、この統合の事業をスムーズ

にしていきたいと考えておりまして、そ

ういう期間を十分取らせていただいた結

果として、こういった債務負担をいただ

くまでかかったということでございます

ので、よろしくお願いしたいと思います。

○石橋委員長　ほかに、川口委員。

○川口委員　債務負担行為の２，６２４

万６，０００円なんですけれども、根拠

となる金額を教えてください。

　それから、講師派遣の委託料として、

統廃合に伴うハートプログラム６万円を

組んでおられるんですけれども、これに

ついてもお聞きをしたいと思います。

　前に、小学校統廃合にかかる施設整備

の試算について、事務局の方からも資料

をいただいてたんですけど、これ以外に

今回の統廃合事業にかかわる補正につい

て変化が出てるのか。前にいただいてる

資料、ここにあるんですけれども、統廃

合を決めたときの、答申を出したときの

施設整備の試算についてという資料です。

　それから、あと議案１０５号でこの統

廃合の条例が出ているんですけれども、

先ほど森内委員もおっしゃいましたけれ

ども、今、答弁いろいろありましたけれ

ども、条例がまだ、統廃合もまだ決まっ

ていない、そういう中で補正を組んで、

実施設計までの予算を出すことについて、

私自身は全然納得いかないんですけれど

も、なぜそんなに急いでいるのか。

　住民合意というのは全く取れていない

と思います。あとで、またご紹介、皆さ

ん、委員もいろいろ要望を受け取ってる

わけですけれども、こういう状況の中で

このような補正を出してこられたという

ことのやり方については、順番が間違っ

ていると思うんです。

　そのことについても、やり方によって

は、住民合意が取れて、どうしても統廃

合しなければならないというようなこと

になった場合の、その後の段階でも十分
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間に合う。事務局などが、これまでいろ

いろ手がけてこられた、そういう中身で

言いますと十分、やれるはずであるのに、

なぜそんなに焦って出しておられるのか。

　順番が逆であると思うんです。その辺

について、もう一度、確認をしたいと思

います。以上、２点。

○石橋委員長　馬場次長。

○馬場教育総務部次長　債務負担行為の

内訳ということでございますが、先ほど

来申し上げておりますように、柳田小学

校の改築のための部分と味舌東小学校の

増築のための部分がございまして、柳田

小学校の改築のための設計と、それとそ

れに伴う建築確認諸費用といたしまして、

５８０万６，０００円。

　それから、味舌東小学校の増築のため

の設計と、それに伴います建築確認諸費

用といたしまして２，０４４万円を計上

いたしまして、この２，６２４万６，０

００円ということになっております。

　ただ、これはあくまでも限度額でござ

いますので、この範囲内で業者選定をし

ていただいて、入札をかけるということ

でございますので、金額は確定したもの

ではございません。

　それから、以前にこの統合問題につき

まして、議会の方でご審議等々いただい

た中で、いろんな資料の請求もございま

したので、お出ししておるわけでござい

ますが、期間が何分、２年半にわたりま

したので、従前お出ししている部分と、

今回出している分につきましては、一定

の差異が出てきております。

　特に、施設の整備につきましては、従

前は必要最低限の１０教室なり、３教室

程度の部分を考えておりましたが、今回、

条例も出させていただくということで事

前に味舌東小学校なり、柳田小学校の現

在の形状等を確認する中で必要になった

部分、特に、先ほど来申し上げておりま

すが、味舌東小学校を１０教室増築する

に当たりまして、建築基準法の規制に係

る特別教室棟の改築等は具体的に今回、

補正予算を上げる中で新たに計上させて

いただいたものでございます。

　あと、歳出の面で今回は例えば補助金

の部分等、返還等は上げておりませんが、

これにつきましては前回は平成１５年時

点で試算しておりますので、２か年たっ

たことによりまして、返還に必要な部分

の補助金につきましては減ってきている

と、そういうことになりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。

　それと、先ほど来、議論になっており

ます条例と、今回のこの補正予算の関係

でございますが、これも繰り返しになっ

て大変申しわけございませんが、あくま

でも予算を伴う条例を上げる場合は、そ

の伴う予算も出して、同時で審議してい

ただくというのが基本的な原則というよ

うに考えておりますので、今回、条例を

出すに至った中でこの補正予算の債務負

担額も上げさせていただいたと、そうい

うことでございますので、よろしくお願

いいたします。

○石橋委員長　大路参事。

○大路教育総務部参事　それでは、補正

予算の教育指導費、私どもは適正配置に

伴う児童支援プログラム事業という名称

で呼んでおりますものについてご説明を

させていただきます。

　この児童支援のプログラムにつきまし

ては、三宅、柳田小学校の統廃合に伴う

児童の不安感を解消するために、財団法

人大阪府青少年活動財団に委託をし、ハー

トプログラムをはじめとする２校の児童

の交流を促進する取り組みを行い、統合

への期待感を高め、円滑な新体制への意

向を支援するための事業でございます。
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　その事業の内容は、教職員研修等、先

ほど申しましたこの財団が所管しますハー

トプログラムの実施、また２校の学校間

で作成をします児童の円滑な移行支援の

プログラムの実施の３つの内容となって

おります。

　補正で組ませていただきましたのは、

教職員研修についてのみ補正という形で

組まさせていただきまして、先ほども申

しましたように、来年３学期に研修を実

施し、教職員とともに児童支援プログラ

ムの内容について新年度から円滑にスター

トするように実施を考えているものでご

ざいます。

○石橋委員長　川口委員。

○川口委員　債務負担行為の問題ですけ

れども、この２年半の期間、答申が出さ

れたときに、実際に統合すればどういう

ふうな金額が要るのかということで資料

をいただいてるわけですね。

　統廃合の問題では、財政問題も出てま

いりました、審議の中では。そういう中

で実際に、本当に財政に寄与するのかと、

そういうことも含めて資料をいただいて

きたわけですけれども、今、柳田の３教

室分、それを増築するというふうな、両

方ともですけども、最大限の金額を、限

度額を決めたものであるというふうにおっ

しゃったんですが、柳田のところの５８

０万６，０００円という、この金額が出

てくるということは、総事業費は大体幾

らぐらいと考えているのか。

　それから、味舌東に当初、３階建て１

０教室分、給食調理室の増築や職員室の

増築などを含めて４億７，７００万円と

いう金額が出てたわけですけれども、今

お聞きしますと、普通教室を増築をする

ために特別教室棟の改築か必要になって

くると、こういうことは新たに出てきた

といいますか、私も予想していなかった

こと。そういうことなんですけれども、

これと合わせますと一体、何階建ての教

室を建てなければならないのか。

　特別教室といいますと、味舌東の場合

は渡り廊下がつながっているところだと

思うんですけれども、耐震補強もまだや

られていないということもあるわけです

けれども、３階建て１０教室ではなくて、

４階建て１２教室、そういうことになる

んでしょうか。その辺のところ、もう少

し詳しく教えていただきたいし、２，０

４４万円、この金額でどれぐらいの建築

費といいますか、それを試算しているの

か、そのことについてもお聞きしたいと

思います。

　統合することで８，０００万円ほどの

経常経費を削減できるというふうに教育

長なんかも説明会でおっしゃっておられ

ましたけれども、財政が大変厳しいと言

いながら、これほどの債務負担行為の補

正予算も組んで、結局、総事業費がどれ

だけ、この統合にかかるお金が要るのか。

びっくりするんですね。

　今、必至で統廃合をやめてほしいと思っ

ておられるお母さんたちにしますと、片

一方で財政難という言葉を聞きながら、

本当に大変なんだなという思いもしてお

られると思うんですけれども、これほど

までのお金をかけて統合するということ

について、やっぱり素朴な疑問が出てく

ると思うんです。

　これで予算を組んでいくわけです。債

務負担行為というやり方で、このことを

出してくること自身、やっぱり私はこれ

はやめるべきでありますし、全然このこ

とについては、これまでの説明会の中で

も金額としても出てきてないし、全然情

報公開になってないんですよね。

　私たちも初めて、今回の議会でこれが

出てきて、何でこんな、まだ統合も十分、
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住民合意が図れてない状況なのに、この

ような整備、統廃合事業としての予算を

出してくるのか、全く理解できないんで

すね。

　条例と予算は伴うものだとおっしゃい

ました。しかし、この統廃合問題につい

ては、市教育委員会が考えていた予定ど

おりには、やっぱり進んでこなかったと

いう、そのことについては、やはり住民

合意を図っていかなければならないとい

う、そのために努力してこられたんだと

思いますけれども、今の時点になっても

やっぱり、全く合意が図れていない、は

がきも寄せられていますし、それから地

元のＰＴＡ、それから一中校区では小学

校のＰＴＡ会長と連合ＰＴＡ会長名で出

てくるというのは、先ほどおっしゃいま

した地域のパトロール、これからも十分、

地域の協力を得なければならないという

こととか、地域協議会とか、そういうこ

との中で出してくるということについて、

これはやっぱりおかしいと思うんですね。

　私は、これについては取り下げるべき

やと思いますし、十分論議をして、まだ

教育長は本会議で平行線だからというふ

うにおっしゃったんですけれども、合意

ができていない。このことについては平

行線だからといって、この議会の中で条

例とかを決めてしまって、本当にいいの

でしょうか。

　この点について、全く納得できないで、

きょうの委員会に臨んでるんですけれど

も、財政面からにしても、これは大変な

金額ではないですか。後年度に借金を残

していく、そういうことにもなっていき

ますし、なおかつこのことについては、

地元の皆さんにも味舌東の学校の皆さん

にも、柳田の皆さんにも、それから条例

を決めてから通学区域を、また変更あり

みたいなことを出しておられますから、

そういう点についても摂津小学校や千里

丘小学校でも、まだまだこのことについ

て納得を得られてない中で、先にこうい

う統合にかかる予算を決めてしまうなん

ていうのは、やっぱりおかしいと思うん

ですね。

　このことについては、もっと時間をか

けて、今回の補正で出さなくても十分間

に合うと、私たちは何ぼでも間に合わせ

ることができると思うんですね。その辺

のことについても、このことについては

取り下げるべきやと思いますし、それか

らハートプログラムのお話ですけれども、

３学期からやっていきたいと。

　まずは、三宅、柳田ですか。そういう

ことで統合への期待感を高めていく。よ

くわかりませんけれども、行きたくてた

まらない学校は、子どもたち、今は三宅

であり、柳田であり、それから味舌であ

り、味舌東であり、そういうことやと思

うんです。

　このことについても、やはり今回、補

正で上げてこられましたけれども、きち

んと段階を踏んでやっていただかないと、

この補正に賛成することは到底できませ

ん。

　実際にこういう講師が派遣されるとい

うのがあるということなんですが、教職

員の研修、そういうふうにおっしゃいま

すけれども、もう少し、中身がどんな中

身でやっておられるのか聞いておきたい

と思います。

○石橋委員長　馬場次長。

○馬場教育総務部次長　先ほど申し上げ

ました柳田小並びに味舌東小学校の、そ

れぞれ設計の限度額に対応する工事の規

模のお問い合わせだったと思います。

　いずれも、これはあくまでも限度額で

ございますので、まだ工事の額が確定し

たものではございません。
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　その前提でございますが、柳田小学校

につきましては、約１億円台の相当額で、

この設計金額になります。味舌東小学校

につきましても約６億円程度の額で、こ

の程度になります。

　ただ、今申し上げましたように、これ

はあくまでも限度額として今回計上した

部分に相当する工事の額になりますので、

当然、専門の業者の中で設計をしていた

だく中で、この金額は変わってくるとい

うふうに考えておりますので、あくまで

も参考ということでよろしくお願いいた

します。

　なお、必要な予算措置につきましては、

１８年度で工事の予算措置をしてまいり

たいと考えております。

　それと、ご指摘のありますように、非

常に厳しい摂津市の状況の中で統合に費

用がかかるということについては、その

とおりだと認識しております。

　いろいろと要望等はいただいておりま

すが、私どもは基本的には統合に際しま

しては、必要最少限度の施設整備にとど

めたいと、そのように考えておりますの

で、よろしくお願い申し上げます。

　それと、具体的に味舌東小学校の階数

についてのお問い合わせでございました

が、これにつきましては基本的に１０教

室プラス特別教室棟の必要な部分という

ことで考えておりまして、具体的にどの

ような形状になるかということにつきま

しては、今回設計する中で決まってくる

ということになりますので、今のところ

３教室掛ける３になるのか、４になるの

か、そのあたりはちょっと、まだ未定で

ございますので、よろしくお願いいたし

ます。

　それと、今回、何度も申し上げますが、

債務負担行為で予算措置をさせていただ

きましたのは、やはり大きな工事費がか

かる事業になりますので、事前に正確な

設計図書をつくっていただく中で必要最

少限の経費にとどめたいと、そういう考

えでございますので、今回、予算措置さ

せていただいたということでございます

ので、よろしくお願いいたします。

○石橋委員長　大路参事。

○大路教育総務部参事　それでは、ハー

トプログラムを含めての内容を少し詳し

くご説明をさせていただきます。

　先ほども申しましたように、この事業

は適正配置に伴う児童支援プログラムと

いう全体構想で考えております。

　この児童支援のプログラムは、先ほど

ご答弁させていただきました大阪府青少

年活動財団と、それから当該校、この２

校の学校が共同して、協力をして、お互

いに効果的な内容を実施するということ

になるものでございます。

　その大阪府青少年活動財団が高槻市の

適正配置、統廃合に伴うプログラムとし

て実施をされたということを私どももお

聞かせを願い、研究をしてまいりまして、

今回の補正予算という形にお願いをして

いるところでございます。

　このハートプログラム、青少年活動財

団の行われますハートプログラムと申し

ますのは、人間関係を豊かにするための

プログラムでございます。

　このお手元に持っております活動財団

の内容の説明を読ませていただきますと、

１つ１つのゲームを通してお互いを尊重

すること。グループ内でコミュニケーショ

ン、自主性、積極性、創造性を身につけ

ることを学んでいく心の教育を目的とし

たプログラムであるということでござい

ます。

　統廃合で起こります子どもたちの不安

感を解消し、先ほども申しましたように、

一方で統合への期待感を高めるために２

－ 13 －



校の子どもたちの人間関係を事前にも深

めていくという形で、ハートプログラム

という形で実施をされている内容でござ

います。

○石橋委員長　川口委員。

○川口委員　債務負担行為ですけれども、

できるだけ最低限、必要最少限の金額で

やっていきたいと、そうおっしゃってた

んですけれども、４億７，７００万円と

いうお金が要るというだけでも地域の皆

さんは驚いておられたんです。味舌東へ

の統合の分ではですね。それが、さらに

今お聞きしますと６億円にもはね上がる。

実際、本当はもっと要るかもしれないと

いうことがあるわけですよね。

　これ、最少限の金額、できるだけ最少

限でやってるとおっしゃるんで、柳田で

も前にいただいた資料では、施設整備費

は不用と書いてるんですね。ただし、転

用教室の補修費が必要と。ただ、この部

分を読んだときには、補修費やから何百

万円ぐらいで済むのかなと思っていたら、

何と１億円という数字が出てきてるわけ

ですよね。大変びっくりしてるんですね。

　今回の統廃合問題では、大変厳しい摂

津の財政の事情もお話されておりました。

そういう中で、いい学校をつくりますと

いうふうに市長もおっしゃっておられま

したけれども、私はこの間、耐震補強工

事、三宅でも味舌でも１３０年の歴史が

ある。設備的にはやっぱり古くはなって

いるけれども、この間、羽原さんなんか

が答弁してはるように３０年以上経過し

た校舎の老朽化というふうなこともおっ

しゃってたんですけれども、この間、大

規模改修、それから耐震補強工事、ずっ

と財政投入して、子どもたちのために頑

張ってきていただいてると思うんです。

　統合されようとしている味舌東小学校

にしても、もう既に建築から３２年たつ

わけですよね。柳田にしましても、もう

２７年経過することになるんですよね。

　言いましたら、千里丘小学校は４１年

になりますし、三宅でも４１年ですよね。

味舌で４３年ということですけれども、

耐震補強の分では、三宅小学校では１期、

２期の耐震診断調査もし、それから耐震

補強工事、なかなか財政厳しい中でも、

三宅でも１期、２期の耐震補強工事を行っ

てきてますし、味舌でも１期の工事など

を行われてきております。

　それだけの財政を投入してきた学校施

設をあとについてはどうするかわからな

いというような、こういうことについて

も住民の皆さんは納得してないですし、

財政面からしても、こんなに多額の費用

を使って統廃合に係る設計委託が出てき

てるわけですけれども、これについては

今、いろいろ問題が出ている中で債務負

担行為として出していくべきではないし、

財政に寄与しないという、こういうこと

が出てくると思うんです。

　教育委員会の議事録を読ませていただ

きましたけれども、ソフト面、ハード面、

その点で跡地の問題については、話をし

ておられます。

　跡地については、教育委員会の手を離

れるから、あとは市長部局の方で相談を

してもらって、そしてその上で残った分

については、耐震補強などのハード面に

も使っていきたいなどという、そういう

論議がされていたようですけれども、そ

ういうことを考えるんであれば、これだ

けの多額の費用を使って統廃合をすると

いう、このことについては、やはりこの

ことについても、しっかりと住民の皆さ

んに説明をされて、話し合いをきっちり、

この辺のところでも情報公開して、納得

いく形でやっていかないと、先にこんな

初めて今回の議会でこういう金額がわか
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るような、こういうことでは私たちも困

りますので、これについては今回の補正

を今回出すのではなくて、十分時間をか

けてやるべきだと、そういうふうに思い

ますが、いかがでしょうか。

　それから、統廃合に伴うハートプログ

ラムですけれども、予定では三宅、柳田

の統合は１９年４月からということです

よね。何も３学期に急いでやらなくても、

まだ十分、時間があるんじゃないですか。

　現場の教育研究所とか、そういうとこ

ろにもたくさんの派遣の学生さんとか、

そういう方もいらっしゃいますし、なぜ

これも慌てて３学期に、わざわざ子ども

たちの不安感を解消するためにという、

これが必要なのか、全くわからないんで

す。

　教育委員会が出しておられる、学校・

園の状況。三宅小学校なんかでも、本当

に素晴らしい中身をやっておられますよ

ね。縦割りでいろんな取り組みをして、

人数が少ない中でも基礎学力の充実とか、

お互いの頑張りを認め合う中で相互に高

め合う力をつけていく、そういうような

ことでやっておられるわけで、何も３学

期に急いでこのようなハートプログラム

などの講師派遣をする必要は全くないと。

そういうふうに思うんですけれども、い

かがでしょうか。

　大路さんが、子どもたちの不安感を解

消して、また統合への期待感を高めると

言われれば言われるほど、今の子どもた

ちの実態、ほんまに見てはるのかなと思

うんですけれども、３学期にわざわざ６

万円もお金を出して講師を派遣してもら

う必要は全くないと思うんですけれども、

十分期間もあるという譲歩しましても、

どうしても統廃合を決めようとおっしゃ

るんであれば、それでもまだまだ時間は

あるわけで、その辺についても親御さん

たちの、いろんなそういう声についても

しっかり聞いた上でやるべきなんじゃな

いでしょうか。いかがでしょうか。

○石橋委員長　羽原部長。

○羽原教育総務部長　補正予算の件でご

ざいます。債務負担行為を今回お願いを

しておるわけですけども、私どもは説明

会の場で市民の方、保護者の方に申し上

げてまいりましたのは、やはり今回の統

廃合の問題は、何も学校をなくしたいと

いうことではないということで、あくま

でも非常に小規模になってきた学校の環

境をより適正な規模にしていきたいとい

う教育委員会としての立場についてご説

明を申し上げてまいりました。

　既に何回かお話はしておると思います

けれども、１万人を超えていた子どもた

ちが、もう５，０００人を割るという中

での学校をどういうふうに見直していく

かというのが本来の議論というふうに考

えております。この点につきましては、

既に審議会の答申もいただきまして、教

育委員会といたしましては、審議会答申

を基本として、それをいかに実現してい

くかというふうなことで一定議論を整理

してきたというふうに考えております。

　そういうことでございますので、確か

に相当の費用はかかるということがござ

いますけれども、やはり子どもたちの教

育環境の整備という点を第一に考えてい

るということでご理解を願いたいという

ふうに思います。

　それと、条例と今回の補正の関係とい

うことでございますけれども、条例その

もの、後ほどご審査いただくわけですが、

施行期日を既に明示をして、条例を提示

をいたしております。

　私どもといたしましては、条例を提示

する以上は、その施行期日にきちんと施

行できるように、これは議案を調製し、
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提出していくのは、これは提出する側の

責任というふうに思っておりますので、

先ほどご説明申し上げましたように、今

回債務負担をお願いをし、それをもとに

設計に入るということで、条例に示しま

した施行期日にきちんと間に合うように

進めてまいりたいなというふうに考えて

おるところでございます。

○石橋委員長　大路参事。

○大路教育総務部参事　それでは、児童

の支援プログラムにつきまして、お答え

をさせていただきます。

　委員の方から少し時期も早すぎるので

はないかというご指摘でございますが、

私どもの課といたしましては、この適正

配置統廃合の子どもの不安感といいます

か、これには万全を記したいと考えてお

ります。

　ですから、児童支援プログラムにつき

ましても、大阪府青少年活動財団と当該

校で１年間の内容をつくり上げたいとい

うことで、そのためにも事前に教職員の

研修として、専門家からのアドバイスを

いただきながら、この子どもたちの適正

配置に伴う支援プログラムを組み立てて

いきたいということでございますので、

時間的には確かに補正で組ませていただ

ければ、それだけ１年間の内容が充実を

するということとしてご理解をお願いし

たいと思っております。

○石橋委員長　川口委員。

○川口委員　支援プログラムの件につい

ては、やはり理解できません。不安感を

解消するということで、実際、子どもた

ちは今通ってる学校が統廃合の対象になっ

ているということは、もちろん親御さん

たちとも話をする中でわかってると思い

ますけれども、そこまで不安感を持たせ

ている。ただでさえ、このような事件が

頻発してる中で、子どもたちは本当にど

ういう大人を信じていいかわからないと

いうか、通学路についても本当に悲しい

状況といいますか、大変な状況が続いて

る中で、ここまでして新プログラムを３

学期にやるんではなくて、もっとほかに

することがあるでしょう。通学路の安全

対策とか、もっと親御さんたちと話をす

るとか、そういう力を借りてやっていく

べきことではないでしょうか。

　それから、そのプログラムを立ち上げ

ていきたいということで研修を受けてと

いうことですが、十分これは予算でも間

に合うわけで、今やる必要は全くないと

思いますし、もっとほかにやるべきこと

はあると思いますので、そういうふうに

申し上げておきたいと思います。

　それから、統廃合の債務負担行為に係

る分ですけれども、あとで１０５号でも

ありますけれども、私は自分の住んでる

第一中学校校区ですので、ＰＴＡ会長４

人の名前で要望書が議長あてに上がって

おります。皆、見られておりますよね。

見ておられますか、教育委員会の皆さん。

　ちょっと読みますけれどもね。

○石橋委員長　その辺は、議案第１０５

号で議論しましょう。川口委員。

○川口委員　そうですか、ではそうして

もよろしいですけれども、こんなに声が

出ているにもかかわらず、こういう補正

を組んでくるということ自身が間違って

いると思いますので、そのことについて

申し上げておきたいと思いますし、財政

面にとっても全くこれはかえってむだに

なると思います。

　味舌東小学校では、新たに校舎が建て

られようとしているこの場所は、山があっ

て、木が植わっておりまして、味舌東の

特色ある場所のすぐそばになるんですね。

　地元の人たちにも協力していただいて、

山がある学校といいますか、そういうこ
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とでやってきたわけですけれども、一体

今の説明でも３階建て１０教室というて

たのが３階建て１２教室になるのか、そ

ういうことさえもはっきりしない中で、

こんなん承認するわけには、やっぱりい

かないんですよね。

　やはり私たち、ここ議会でももう少し、

はっきりわかった上で、説明していただ

かないと、一体何か最低限の金額で、限

度額を組んでるもんですというふうにおっ

しゃいますけれども、実際本当にふたを

あけたら、どれだけのお金が要るかわか

らない。解体費用ももっと余分に出てく

るかもしれないですし、こういう点につ

いては今回の債務負担行為の出し方につ

いて、やはりこれは取り下げるべきであ

りますし、今出さなくても間に合わせる

ことは十分できると、そういうふうに思

いますので、このことについては承認で

きませんし、ハートプログラムの問題に

ついても承認できないということを申し

上げておきたいと思います。

○石橋委員長　以上で、質疑を終わりま

す。

　暫時休憩します。

（午前１１時　９分　休憩）

（午前１１時１５分　再開）

○石橋委員長　再開します。

　議案第１０５号の審査を行います。

　本件につきましては、補足説明を省略

し、質疑に入ります。川端委員。

○川端委員　ただいま、上程になってい

ます議案第１０５号、摂津市立学校条例

の一部改正を行う条例について、質問を

いたします。

　この条例の中身は、三宅小学校と柳田

小学校を平成１９年４月に統合し、名称

を三宅柳田小学校にするのと、味舌小学

校と味舌東小学校を平成２０年４月に統

合し、名称を味舌小学校にするというこ

とは説明でお聞きし、わかりました。

　先ほどの補正予算でも質問をしました

から重複はできるだけ避けながら、先ほ

ど質問できなかった条例にかかわる点に

ついて質問いたしますので、よろしくお

願いいたします。

　小学校統廃合問題は、摂津市義務教育

施設等の適正配置並びに有効利用検討会

議が平成９年から進められ、平成１１年

２月４日に当時の森川市長に対し、結果

が報告をされております。それを受けて、

平成１３年４月１日より、摂津市幼稚園

小中学校適正配置等審議会が開催をされ、

平成１４年５月２１日に答申が出されま

した。

　それ以降、教育委員会として検討され、

平成１７年９月２９日に教育委員会で決

定をされて、今回の小学校統廃合の条例

が出されたわけですが、ここで質問です

が、審議会の答申が平成１４年５月２１

日に出されてから、教育委員会決定まで

２年と４か月かかったのは、なぜでしょ

うか。

　また、９月２９日以降、市長も入って

の地元説明会で多くの方から教育委員会

に対し、不信を訴える意見が出ておりま

した。このことについて、どのように認

識をされておられるのでしょうか、経過

も含めてお願いをしたいと思います。

　以上で、１回目の質問を終わります。

○石橋委員長　馬場次長。

○馬場教育総務部次長　お答えいたしま

す。

　審議会答申が出てから、この間、どう

いった形で説明会がなされてきたかとい

うことについてお答え申し上げます。

　ご存じのように、審議会答申は、平成

１４年５月に出されたわけでございます

が、１４年当時は幼稚園の統合問題がご

ざいましたので、そちらの方に全力投球
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してまいりました。

　その問題が一応、一定の見通しがつき

ましたので、１５年度に入りまして、今

度は小学校の適正配置計画につきまして、

それぞれの該当校区で、まず答申の内容

の説明から入ったわけでございます。

　その後、それに対する質疑応答につき

まして、何度か説明会を行ってまいりま

した。この説明会につきましては、一定、

地元自治会、保護者等の要望のあった説

明会につきましては、すべて出席して、

こなしてまいりました。

　その間、議論を重ねる中で、やはり一

定この問題についての幾つかの論点が集

約されてきたというふうに考えましたの

で、その論点について一定整理すべき時

期が到来したということで、平成１６年

の年末から１７年にかけまして、教育長

も出席する中で、今後、教育委員会とし

ての計画の決定をしていきたい旨の説明

を行いました。

　１７年に入りまして、教育委員会議に

おきまして地元説明会で出た論点、そう

いった部分も議論をしていただきました。

　また、跡地につきましても地元から出

た要望につきまして、市長部局の方へ、

その内容についても説明をしてまいりま

した。そういった内部事務手続を１７年

度中に行いまして、９月２９日の教育委

員会議におきまして、最終計画の決定を

したということでございます。この間、

幼稚園の部分を除きまして、ご指摘いた

だきましたように、２年半かかったわけ

でございますが、しかしこの期間につき

ましては、私どもは地元と説明する話し

合いをする期間ということで有意義な期

間であったというふうに考えております。

○石橋委員長　川端委員。

○川端委員　それでは、２回目の質問を

させていただきます。

　まず１点目、三宅、柳田小学校と、味

舌、味舌東小学校の統合年度は、なぜ違

うんでしょうか。

　２点目、補正予算でも質問をしました

けれども、統合までにどのようなことを

処理する必要があるのでしょうか。

　３点目は、三宅、柳田小学校は、１年

で統合は可能なのでしょうか。

　４点目、名称について、今回、三宅小

学校と柳田小学校を統合して三宅柳田小

学校という提案ですけれども、地元はこ

れで納得をされているのでしょうか。

　また、小学校の校名を新たにするとい

うことは考えられなかったのでしょうか、

お聞きをいたします。

　以上で２回目の質問を終わります。

○石橋委員長　馬場次長。

○馬場教育総務部次長　まず、三宅、柳

田小学校の統合と味舌、味舌東小学校の

統合の年度の違うということについてで

ございますが、これにつきましては、基

本的には統合に伴う施設整備の期間とい

うことでございます。

　先ほど来、申し上げておりますように、

柳田小学校につきましては大規模な校舎

の増築が必要ございませんので、期間的

には１年。ただし、味舌、味舌東小学校

につきましては、やはり１０教室等の新

たな校舎をつくる必要がございますので、

２年間の期間がかかるということでござ

います。

　私どもは、あくまでもこの施設整備に

かかる期間が１年ないし２年ということ

の違いでございます。そういうことによっ

て、この年度の違いが出てきたというこ

とでございますので、よろしくお願いい

たします。

　それと、その間にどういった事前の準

備作業が必要になってくるのかというこ

とでございますが、非常に多くの準備が
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必要になってまいります。教育委員会の

教育総務部、生涯学習部だけにかかわら

ず、市長部局の方の例えばまちづくりの

ことでございますとか、そういったいろ

んな関係部局に関係することがございま

す。

　主なことにつきましては、申し上げま

すと、まず審議会答申の中でうたわれて

いる通学区域の確定、これがやはり急が

れます。通学区域につきましては、答申

の中でも地理的要件とか、自治会の分断

の解消もございましたので、一定、今回

の統合の中でそういったことも含めて議

論するようにということでございました

ので、まず通学区域の審議会を設けまし

て、校区の確定を早急にしなければなら

ないと、そのように考えております。

　それと、先ほど来申し上げております、

当然に必要な最低限の施設整備を行って

いく必要がございます。

　あと、総括的に申し上げますと、また

詳しい内容は、それぞれでいいと思いま

すが、統合に伴う両校のカリキュラムの

調整、それと児童の事前の交流プログラ

ムの作成と実施、それと通学区域が確定

した後の通学路の決定、そういった部分

が今後必要になってくると。

　あと、市長部局の方とは、地元の方か

らも議論が出てました自治会活動、そう

いった部分、それと跡地の部分をどうす

るかという形が出てくるというふうに考

えておりますので、よろしくお願いいた

します。

　とりあえず、私の方は以上でございま

す。

○石橋委員長　大路参事。

○大路教育総務部参事　続きまして、統

合が１年で可能なのかということについ

て、ちょっとお答えをさせていただきた

いと思います。

　私どもも高槻市や吹田市など、これま

で統合を実施した他市の事例を参考にさ

せていただきますと、１年で可能と考え

ております。

　具体的には、今議会で議案の承認がい

ただきましたら、先ほども触れましたが、

早期に２校の学校間に仮称統合対策の特

別委員会を設置いたしまして、統合後の

新しい学校づくりの準備に入る。私ども

で言いますと、教育課程の調整、またそ

の他の諸課題について議論を深め、新し

い学校づくりをスタートしたいというふ

うに考えております。

○石橋委員長　羽原部長。

○羽原教育総務部長　学校の名称につい

てお答えを申し上げます。

　今回、統合を予定しております４校、

それぞれ味舌小学校がかつて非常に大規

模になったときに、味舌東小学校を分離

をいたしました。

　三宅小学校が非常に大規模になったと

きに、柳田小学校を分離いたしました。

　こういう歴史的な経過というのがござ

いますので、今回の統合に際しまして、

教育委員会内部での議論といたしまして

は、本来、いわゆる母体校として味舌小

学校、三宅小学校、それが地域的な歴史

も背負って、古い歴史を持っておるわけ

ですから、その学校名を原則的には尊重

するべきであろうというのが教育員会で

の基本的な考えというふうになっており

ます。

　ただ、それぞれ新しくできました味舌

東、柳田、それぞれにまた新しい学校と

しての歴史はあるわけですけども、基本

的には母体校尊重という考え方が１つご

ざいました。

　ただ、味舌と味舌東ということでござ

いましたら、非常に名前の類似性が高う

ございますので、味舌、味舌東小学校の
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統合につきましては、基本的には母体校

尊重という考え方をやはりまず置きまし

て、味舌小学校でお願いをしたいなと考

えております。

　三宅、柳田小学校につきましては、名

前としての類似性は全くございませんの

で、これをどうするかという点につきま

しては、私どもも最後まで議論をしてき

たところでございますけれども、やはり

子どもたちが将来、１つの学校になった

ときに、いかにうまくなじんでもらうか

ということも考えていきますと、三宅小

学校の子どもたち、おおよそ１５０人の

子どもたちが柳田小学校へ行ったときに、

柳田小学校側の子どもたちの感覚として、

柳田小学校という名前が全く消えるとい

うことへの、そういう気持ちもあるだろ

うということも一定考えさせていただき

まして、やはり三宅と柳田、それぞれの

学校が１つになったということを象徴的

に示すという意味も込めまして、三宅、

柳田小学校という校名でお願いしたいな

というふうに考えておるところでござい

ます。

○石橋委員長　川端委員。

○川端委員　それでは、３回目の質問を

させていただきます。

　名称については、わかりました。

　統廃合の実施時期については、味舌、

味舌東と三宅、柳田の公平性を保つため

にも合わせるべきと考えます。

　子どもの交流期間を含めて、三宅、柳

田小学校を平成２０年４月から実施の考

えはないのか、改めて聞いておきたいと

思います。

　また、実施時期を延ばした場合、どの

ような問題があるのか聞かせてください。

　以上で質問を終わります。

○石橋委員長　羽原部長。

○羽原教育総務部長　統合の時期でござ

いますが、味舌、味舌東小学校が三宅、

柳田小学校よりも１年長いということで、

これは先ほど申し上げましたように施設

改修等の工事が必要になってくるという

ことで１年の差が出ております。

　私どもといたしましては、基本的に施

設改修等がなければ１年で実務的には可

能と。これは、他の先進的にやっておら

れる市の実例等も研究をいたしまして、

１年で可能であろうというふうに考えま

して、今回お願いをしておるところでご

ざいます。

　ただ、これ、２年になるということに

なりますと、統合後の残余となります運

営経費等の予算を生かした学校の教育の

改善、そういう学校の教育改善、それか

ら小規模化の解消。本来、目的としてお

る小規模化の解消、そういうことがやは

り早くしたいという気持ちもございます

ので、できれば私どもの計画している１

年ないし２年という期間で実施をしたい

と考えておるところでございますけれど

も、仮に２年ということになりますと、

これは１年が２年に延びますので、より

余裕を持った検討、対応は可能かなとい

うふうには考えておるところです。

○石橋委員長　山崎委員。

○山崎委員　私は、これまでの議論を私

なりに整理をして、どうしても納得のい

かない問題、大きく分けて５つほどあり

ますので、ご質問いたします。

　先ほどの答弁でも補正予算の部分です

が、住民の感情を考えてられないという

ことが、私、よくわかりました。

　ですから、１番目に、まず住民合意の

問題なんですけれども、住民合意がなけ

ればやらないと言っていた統廃合条例が

今回提出されたということは、市長、教

育委員会は住民合意がされたという認識

を持たれたということだと思います。い

－ 20 －



かがでしょうか。

　三宅地区の自治会、味舌地区のＰＴＡ、

慎重審議の要望書、両地区からこの間、

１万１，０００と、７，０００余の反対

署名が上がってきている中で、どういう

理由、根拠で統廃合をしていいという住

民合意がされたのかという判断、これを

どういうふうに判断をされたのか、お聞

かせください。

　それから、市長も市民の負託という点

を強調されますけれども、決して統廃合

オーケーという認識で市民の方々が市長

を支持されたと私は思えないんですけれ

ども、いかがでしょうか。

　市長、教育委員会は、何が何でも統廃

合の方針で、この問題を議会へ投げ出し

てきたというか、上げてきたという態度

にしか私は思えないんですけれども、小

規模校の解消という点では、校区など、

もっと方法はあったと思うんですが、市

民の意見がこの間、反映されなかったと

いうか、最初から統廃合ありきで、ずっ

と来ているという、この形が住民合意を

しようとしてきたのかというのが見えて

こないというのが市民の大方の判断だと

思うんですけれども、いかがでしょうか。

　まず、２番目に財政の問題ですね。

　教育委員会は、財政問題でないという

説明もしたことがありますけれども、説

明会でも市長が、もはや教育予算も聖域

ではないと発言されました。つまり、こ

こには教育予算を減らしていくよという

意図があると思うんです。聖域ではない

という発言がですね。

　１校当たり５，０００万円から８，０

００万円という削減ができるという発言

もありました。この用地の買収で予算の

充実など、お金が絡んだ問題がいろいろ

出てきてます。

　統合が決まれば、跡地は一般の資産で

教育行政の手が離れると、こういうふう

にも言われました。

　ここで１つは、一般資産になる、統合

の予算、それから経費が浮いてきた、こ

の予算が教育予算の充実につながるかと

いうことが全く見えてきていないという

か、空手形にならないかと。つまり、１

つは目的が教育予算の縮小が第一のもの

ではないかと思うんですけど、この点、

お答えください。

　財政難とはいえ、学校をつぶさなけれ

ば乗り切れないということではないと思

います。そうしなければ、市の財政が破

綻するというのでもおっしゃるのか。

　今、子どもたちの安全と教育が大変な

時期に、教育に力を入れて予算を充実し

てしかるべきときに、そこを削っていく

ということは許されないと思いますが、

いかがでしょうか。

　３番目に、さきの質問とも関連します

けれども、教育長は１２校がこの児童数

の中で必要かという問いかけをよくされ

ますけれども、私は地元の要望とか、通

学路とかの問題を考えますと、１２校必

要だと私は思っています。この点でも、

そもそも統廃合が必要という論理そのも

のが住民の納得を得られていないと思っ

ております。

　この１２校問題というのは、過疎地の

問題とか、そういうふうなところまで来

てるわけではないわけですから、この時

期にやらなければならない。１２校を減

らさなければいけないと強弁する理由も

お聞かせください。

　４つ目です。安全問題です。今昨今、

小学校、小学生を巻き込む痛ましい事件

が相次いで報道されております。

　既に、鳥飼の地域では倉庫なんかも多

くて人通りが少ない、通学路も多いとい

うか、少なくないということで、ＰＴＡ
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で非常事態宣言ということで、下校時の

見守り活動も早速やられているというこ

とを聞きました。

　通学路が長くなれば、摂津市内のあち

こちで、先ほども見まもり隊というのも

出ましたけども、こういう親御さんが心

配でならないという問題が起きてくるこ

とになるのではないかと。

　また、児童数が多くなれば、いろいろ

メリットもあるということを言われてま

すけれども、学校内での安全でも目が行

き届かなくなることがないのか。まさし

く統廃合によるデメリットが出てこない

かと思うんですけれども、この辺をどう

考えておられるのか。

　教育長は説明会で、この８日の答弁で

も議論が出尽くして、新しい意見も出て

こないようでという発言もありましたね。

この中で、今まで出てきた、私が今説明

したような不安、疑問に有効な解決策と

か回答が教育委員会側から出てこないの

で、それで議論が進展しないのではない

かと私は思ってるんですけれども、どう

でしょうか。

　通学路、校内での安全、授業の内容、

学童保育、いじめや不登校の問題、この

あとにも５番目に聞きます施設がなくな

るということの地元住民への不安もしっ

かり答えなければ、解消できる、大丈夫

ですよということが言えるように答えな

ければ賛成できないというのは当然では

ないでしょうか。

　最後に、この地元コミュニティ、避難

所としての市の財産をなくしてしまうと

いう問題。これもさっきの質問と同じよ

うに、住民の不安に答えられていないと

いうことが言えるのではないかと。条例

改正案は、無論、行政が責任を持って提

出されたものであるでしょうけれども、

被害者を出してしまって、そういうこと

になれば取り返しがつかないと。

　被害が自然災害、人為災害を問わず起

きてしまって、これが統廃合に起因する

となったときには大きな失政と批判され

ることになります。

　ですから、今からでも見直しをされて

も決して遅くない問題だと思っておりま

すので、慎重の上にも慎重審議を重ねて

再考されることをお願いしまして、１回

目の質問といたします。

○石橋委員長　馬場次長。

○馬場教育総務部次長　幾つか多岐にわ

たりましたので、まずお答えられる分か

らお答えさせていただきます。

　まず、住民合意がなされたかどうかと

いうことにつきまして、これはかねてか

らこの問題について、いろんな議会の場

でも、こういった委員会の場でもご説明

申し上げてるわけでございますが、私ど

もは審議会答申をいただいたということ

は、非常にこれは大きなことだと考えて

おります。

　審議会答申をいただく際に、やはり地

域の代表の方、それと学識経験者等々に

入っていただきまして、摂津市の今の現

状を考えたときに、どうあるべきかとい

うことをそのとき市民代表として議論し

ていただいたと思います。その中で共通

認識がまずあったのは、小規模校は解消

しなければならないということだったと

思います。

　小規模校を解消するに当たっては、い

ろんな諸問題はもちろんございますので、

そのことについては私どもが今までの説

明会で一定ご説明も申し上げましたし、

統廃合の条例が通れば、直ちにまずその

ことについて具体的ないろんなことをやっ

ていかなければならないと考えておりま

すが、いずれにいたしましても小規模校

を解消しなければならないというのが、
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この問題の一番の原点であったと思いま

すし、そのことにつきましては当時の２

７人の各界各層の市民の方、学識経験者

の方がご議論をいただいて、そういう結

論を出していただいたわけでございます

から、私どもはその答申を十分尊重し、

その答申に向けて最大限の努力を今日ま

でしてきたということでございます。

　ただ、その中でやはり小規模校に該当

する地域の方々につきましては、当然、

今まで１３０年の歴史の学校、それと実

際にお子さまが通われているという中で

保護者としての心配等々、これはそのと

おりでございますので、そういったこと

を私どもはすべてお答えできたかという

と、やはりそうではなかったということ

もあると思います。

　というのは、私どもはあくまでも、そ

の答申を尊重する中で摂津市全体の教育

をどうすべきかということで今日まで、

私たちはそういうスタンスで議論をして

きましたし、ご説明も申し上げてきたわ

けです。

　ただし、地元の方につきましては、や

はり地元としての一定の学校を残したい

とか、そういった気持ちが私どもとは若

干違っているということは、これは残念

ながらやむを得ないことでございますの

で、私どもしかし、そういうこともある

中で２年半費やしてご説明申し上げたつ

もりでございますので、そういった考え

で今日、最終的に市長も出席される中で

今回条例を出させていただいたというこ

とでございます。

　それと、財政面のお答えでございます

が、基本的にこの問題は教育委員会とい

たしましては最初から申し上げておりま

すように、小規模校を解消すべき教育上

の問題があるという前提で私どもは説明

をやってまいりましたし、今日もそうい

うふうに考えております。

　ただ、見直すべきところは見直さなけ

ればならないということは、私どもそう

いうふうに考えておりますので、今回、

見直す中で削減できた経費につきまして

は事前に財政部局と１７年度に入りまし

て調整して、教育の予算にそれを活用さ

せていただきたいということで、今回の

適正配置計画の実施計画の中では新しい

教育の内容ということで、そういった削

減できた経費を活用して具体的にこうい

うことをやっていきますということも書

かせていただいているわけでございます

ので、今後は私どもはそれを実施してい

かなければならない、そういうことをす

る必要が出てくると考えております。

　それから、安全の問題であるとか、い

じめの問題であるとか不登校の問題、こ

れにつきましては、私がすべて答えられ

ませんが、しかしそういったことは統合

の問題とは切り離して、今現在も私ども

は、それぞれの担当で問題が起こらない

ように努力して、いろんな施策を考えて

きておりますし、今後もやっていかなけ

ればならないというふうに考えておりま

すので、こういった問題につきましては、

基本的に統合の問題とまた切り離してやっ

ていく問題ではないかなと、そのように

考えております。

　あとにつきましては、これは市長部局

の方で考えていただくべきものですが、

私どもは地元説明会でお聞きした内容に

つきましては、内部の会議でこういった

意見が出ておりますということは報告さ

せていただいております。

○石橋委員長　羽原部長。

○羽原教育総務部長　住民合意というお

話でございました。確かに行政を進めて

いく上で住民の方の合意というのは非常

に大事なことというふうに思っておりま
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す。

　ただ、今回の統廃合の議論の中でも、

先ほど申し上げましたように、基本的な

私ども教育委員会の考え方は、やはり広

く摂津市域全体を見渡したときに、どう

だということがベースにございます。

　審議会答申も、やはり全体を見たとき

に子どもの数が激減して、学校数が同じ

ということを議論していただいていると

いうふうに考えております。

　よって立つところの違いがあろうかと

思いますし、地域の方々はやはり長年親

しんでおられる学校を何とか残してほし

いというご要望が強いわけですし、保護

者の方々は、それぞれのお子さん方のこ

とを一生懸命考えて、いろいろご意見、

ご要望をいただいておるところでござい

ます。

　私ども、それのすべてに答えきってい

ない部分もあろうかと思いますし、むし

ろこれから条例をご可決いただきました

ら、具体的な課題を整理をしていき、そ

の中でもう一度、保護者の方々のご意見

も伺い、議論をしながら片づけていく課

題はたくさんございます。

　特に、通学区域でしたら審議会の開催

が改めて必要ですし、通学路の安全でし

たら、やはりこれから決めていくことが

たくさんございます。

　また、事前交流プログラム等について

も、これから担当の方できちんとしたプ

ログラムを計画し、またその内容につい

ては保護者の方々にもこういうふうに考

えておりますという説明を具体的に申し

上げられるのは、これからというふうに

考えておりますので、説明会の中でそう

いうことについて随分ご要望もございま

したし、ご質問もございましたけども、

私どもといたしましては説明会の段階で

説明できること、考え方をお示しできる

ことは示してきたというふうに考えてお

るところでございます。

　そういう意味では、有効な回答ができ

ていないのではないかというご質問でご

ざいますけども、現時点で私どもがきち

んと考え、方向性として出せるものは、

きちんとお示しができてきたつもりでご

ざいます。これから、先ほど申し上げま

したように、改めて詳細な内容、具体の

内容について作業を進めてまいりますし、

その中で改めて保護者の方のご意見を伺

う場面も多々あろうかというふうには考

えておるところでございます。

　それと、１２校必要なんではないかと、

１０校にする理由は何だということでご

ざいますが、これは基本的に申し上げて

おりますように、児童数の激減、それに

伴う小規模校の発生。そこでの教育環境

ということを総合的に考えていきますと

と、本当に１２校の学校数が要るのかと

いうことを結論づけたのが、まず審議会

答申でございますし、私どもはそれをベー

スに今後の学校のあり方、適正配置の問

題について議論をし、教育委員会におい

て結論づけられたのが今回の教育委員会

議の考え方、計画というふうになってお

りますので、ご理解を賜りたいと思いま

す。

○石橋委員長　山崎委員。

○山崎委員　今の説明では、順番にいき

ますと、まず合意の面でいくと、審議会

答申が住民の意見であるかのような、こ

れによって立つというと、そうではない

と私は思うんです。納得できないんです

ね。

　今、認識で１３０年の歴史の問題とか、

地域の方々のご意見にすべて答えられた

かというと、そうではないという認識を

持っておられる。

　この２年半説明してきたことと、合意
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とは結びつかないですね。幾ら説明して

も、合意されたということにはならない

ですね。

　この合意がなければやらないと言って

きたんですから、合意がされたんではな

いかと、私は聞いたんです。

　ですから、合意がされたという根拠を

お示しください。

　それから、次に教育予算、財政部局と

調整して教育の予算にという話しもされ

ました。でも、削減できてくるという答

えも出てますね。

　ここで教育予算が減らされていくんで

はないかということについて、要するに

浮いてきたやつが教育に回るというのは、

空手形にはならないのかということを私

はお聞きしてるんです。その辺も保障が

全然ないですね。一般財源にも教育の施

設が移ってしまって、処分されたお金が

どこへ行くかというのは、教育委員会で

はわからないわけですよ。その辺も縮小

される、これに不安も持っているんじゃ

ないかということをお聞かせいただきた

い。

　それから、１２校が、それもさっきと

一緒なんですが、審議会が１２校が多い、

１０校にせないかんと言ってるというの

が最大の理由ということでよろしいんで

しょうか。

　それから、さっき統合と、いろんな通

学路とか、いじめとかの問題は、切り離

して考えると。これは、切り離してはい

かんと思うんです。

　これ、統廃合をやることによって問題

が起きてこないのかということを私は聞

いてるんで、統廃合と、これらの諸問題

を切り離して考えるということは絶対で

きないと思っております。

　ですから、この通学路の安全、さっき

の事前交流の問題、プログラム、これか

らだというご説明もありました。これか

らだでは、統廃合してから先の全貌が見

えてこないんで、全貌が見えないものに

賛成も反対もできない。当たり前だと思

うんですよ。統廃合されてから、どうな

るかというのがわからない、この不安を

解消しなければ賛成できないというのは、

当たり前ではないかということをお聞き

してるので、この４点ぐらいはぜひもう

１回、お聞かせいただきたい。

○石橋委員長　暫時休憩します。

　午後１時から再開します。

（午前１１時４７分　休憩）

（午後　１時　　　　再開）

○石橋委員長　再開します。

　山崎委員への答弁をお願いいたします。

　羽原部長。

○羽原教育総務部長　答申と住民の合意

というご質問、説明の内容の問題とござ

いました。

　答申というのは、ご存じのように審議

会答申でございますけども、やはり行政

の意思決定の１つのルールとして、やは

り広く市民、または地域住民の方の代表

者の方にお集まりいただいてご議論願っ

た結果の答申でございますので、行政体

である教育委員会といたしましては、や

はりこれは第一義的には尊重し、その実

現のために努力をするというのが基本的

なルールというふうに考えております。

　当然、それを実現するプロセスの中で

は、おっしゃっておられるように住民の

方の合意ということは非常に重要な問題

ということは、そのとおりだと思うんで

すけども、これまでご答弁申し上げまし

たように、それぞれのお立場、お考えが

あるというわけでございまして、なかな

か完全に、よっしゃわかったという形で

の合意は、なかなか難しい部分も確かに

これはあるわけでございます。
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　そのあたりを含めて、どういうふうに

考えていくかということがございますけ

ど、私どもといたしましては、これまで

おおよそ５０回に近いような説明会も開

催し、先ほど申し上げましたように、そ

の都度、私どもの方でお答えができるこ

とについてはお答えをしてきたつもりで

ございますし、一定、統合後の姿をにら

んだようなご意見も教育委員会としても

ちょうだいをしておる部分もございます

ので、一定の合意については形成されて

きているというふうな認識は持っておる

ところでございます。

　あと、教育予算の裏付けということで

すが、既に説明会でも皆さん方に教育委

員会としては、こうしたいというお話を

申し上げておりますし、それは教育委員

会からの計画に基づいた内容としてお話

をしておるわけですし、それについても

し将来的に実現できないというようなこ

とになりますと、当然、住民の方、保護

者の方、もちろん議会からもやはりそれ

はおかしいというご指摘もいただくわけ

ですから、現実に来年度予算の中で、こ

ういう予算をつけますとか、そんなお話

を申し上げられる段階ではございません

けども、私どもといたしましては、やは

り公式の場できちんとお話をしたことと

して、これは責任を持って実施していく

ことを申し上げたというふうには思って

おるところでございます。

○石橋委員長　大路参事。

○大路教育総務部参事　それでは、私の

方から、この適正配置にかかわりまして

の子どもの、特に不安ないし不登校等の

問題についてお答えをさせていただきた

いと思います。

　この件につきましては、午前中にもお

答えしましたように、特に適正配置に伴

いましては児童の支援ということでのプ

ログラムを十分につくるということで体

制を整えていきたいというふうに考えて

おるところでございます。

　現在も私ども摂津市内の小中学校には、

常時、教育相談に応じる体制を各学校で

つくっております。週１回、小学校では

スクールカウンセラーを相談業務として

配置をしておりますが、スクールカウン

セラーだけではなく担任、また養護教諭

等、学校として子どもたちの心のケア、

相談に応じることを引き続き実施をする

とともに、先ほどから申しております児

童支援プログラムの中に、さらにそれに

重なるように、またより充実するような

形で組んでいき、子どもたちの万全のケ

アを取るということを考えておりますの

で、よろしくご理解をお願いいたします。

○石橋委員長　馬場次長。

○馬場教育総務部次長　統合に伴う安全

の問題でございますが、午前中は安全の

問題につきましては、今現在もやってお

るという答弁をしましたが、基本的に統

合によりまして通学路等変わることもご

ざいますので、当然そのことは、校区審

議会で校区が決定された後に各学校で通

学路が指定されますので、その指定され

た通学路に対しての安全につきましては、

私ども一定配慮していかなければならな

いと考えております。

○石橋委員長　山崎委員。

○山崎委員　最初に、合意の問題では、

条例案が提出されたということは、住民

合意がされたという認識を教育委員会は

持たれたのかということをお聞きしてる

んですが、一定の形成がされたという答

弁だけでは、何で条例案が上がってきた

のかということを私、納得させていただ

きたいと思うんですが。

　不登校の問題にしても、統廃合による

通学路の問題にしても、この統廃合によっ
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てデメリットが多く出てきている。現在

もいろいろやっている。この間、小学生

を巻き込むいろんな事件の中で、鳥飼の

地域で非常事態宣言というようなことを

出されて、見守り活動が今、始まってい

る。こういったことが今後、統廃合によっ

て起きてこないのかということを私はお

聞きするわけですし、またさっき答えに

出てないんですけども、地域住民の気持

ちとして、避難所、コミュニティがそこ

からなくなるということについての不安、

統合後の状態についても不安が解消され

ていないんではないかと。

　先ほど、いろいろ通学路、いじめ、学

童保育の問題とか、授業内容の問題とか、

全貌が見えてこないので不安があるんだ

ということも私、訴えさせてもらいまし

た。

　この審議会答申、住民の意見というか、

代表者の方々の意見ででき上がってきた

ものだということは尊重はする。それは

わかりますが、これが本当に住民の意見

というふうには、審議会の中身が住民の

意見が反映されたものであるというふう

には、住民は思っていないという点で住

民合意ということにはならないんではな

いかと思いますので、あわせてまず一番

最初に住民合意がされたという立場を取っ

てるんじゃないかということだけは、しっ

かり聞かせていただきたい。よろしくお

願いいたします。

○石橋委員長　和島教育長。

○和島教育長　議案上程をしたというこ

とは、住民合意があったと認識している

のかということでございますけれども、

このことにつきましては、先般の本会議

のところでもかなり議論がございました。

　私は、やはり今回のこの問題、地元説

明会を続けてまいりましたけれども、皆

さん方の、三宅小学校並びに味舌小学校

の関係者の皆さん方のお気持ちから言え

ば、１３０年の伝統校である地元の私た

ちの小学校を何とか残してほしいという、

そのお気持ちであります。そのお気持ち

につきましては、私はその点について変

えることは非常に難しいという認識を持っ

ております。

　ただ、先ほどから出ております教育の

充実の問題とか、小規模校の解消の必要

性。答申にも出ておりますけれども、あ

るいは通学路の安全対策とか、さまざま

な課題、本会議では８点ぐらいあると申

しましたけれども、その中には土地問題

とか地域コミュニティの問題とか、いろ

いろあります。そのことについては、私

たちは誠実にご説明を申し上げてきたと

思っております。

　それで、先ほどご質問の中にもありま

したように、説明会の中で私たちが説明

したことに対して、新たな論点、そうい

うものも出てこない状況になってまいり

ましたので、私たちは一定、説明につい

てのご理解はいただけたものと考えてい

るわけです。

　ただ、そのことがやはり何とか残して

ほしいという気持ちがありますから、今

おっしゃっているような合意とか、そう

いう言葉には出てまいりませんけど、私

たちは説明し切ったと思っております。

　そういうことですから、そういう状況

の中で議案を上程する。これは、最終的

には行政の判断として、この時期に上程

していく。これは、審議会で子どもたち

の今後の摂津の教育を考えていったとき

に、やはり小規模校の解消もしなければ

ならない。これからの新しい教育につい

ても取り組んでいかなければならないと

いう、総合的な判断で私たちは、この上

程をしたわけであります。

　このことは、本会議におきましても森
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山市長の方も、やはり説明会、６回出ら

れました。その中で、教育面だけでなく

て、やはり摂津の市政全体の中で相対的

にとらえて、市長として財政面のお話も

されました。そういう中で相対的に考え

て、一定の皆さん方のそういう相対的な

財政も含めた議論の中で理解を得られた

ということを確信を持って議案を上程し

たと。これは、上程者の市長の意見であ

りますから、そういうことでありますの

で、私たちは今回のこの議案上程をさせ

ていただいたと、そういうことでありま

す。

　それと、通学路の安全、この問題は、

統廃合によって起きないかということで

すけど、私はそういう問題ではない。そ

れも１つの危惧するところはありますけ

れども、今、今日の状況を見ております

と、どこで、ああいう事件が起こっても

おかしくない状況であります。

　そういう中で、私たちは学校に対しま

しても、校長会、教頭会でも、この議論、

先般も長い時間をかけてやりました。

　そして、やはり結論としましては、学

校の力だけでは防げない部分があります。

そういうことですから、ずっと言われて

ますのは、地域の皆さん方のご協力をい

ただく、あるいは保護者の皆さん方のご

協力をいただく、そういう全体で今、取

り組んでいかなければ、この問題は解決

しない。

　もう１つ、私がいつも申しております

のは、やはり義務教育の重要性。やはり、

子どもたちに豊かな心を義務教育の段階

から育てていくんだと。そのことも別の

面から非常に重要な問題だと思っており

ますので、今、ご質問にありますように、

統廃合をしたから、そのことで通学路の

安全が脅かされると、そういう考え方で

はなくて、もっと抜本的に市全体で取り

組んでいく大事な問題であると思って、

教育委員会では現在その対策を進めてい

るところでございます。

　また、この問題につきましては、さっ

きの私、説明会のときにもお話ししまし

たけれども、本当に教育委員会、この通

学路の安全、あるいは教育の充実とか、

いろんな問題、課題があります。それに

ついては、本当にこれから先ほどから両

校の融合をどのようにしていくかとか、

いろんな問題があります。

　プログラム、補正予算でも講師料とし

て計上させていただいておりますけれど

も、そういうことをこれから本当に保護

者の皆さん方とも教育委員会、話し合い

ながら、よりよい学校をつくるために努

めていきたいと、そのように考えていま

す。

○石橋委員長　羽原部長。

○羽原教育総務部長　避難所の問題、つ

まり跡地利用の問題でございます。説明

会の場でも地元の方から学校が現在、災

害時の避難場所ということで、それが遠

くなることについての不安、危惧の念を

出しておられる方もたくさんございまし

た。その辺につきましては、跡地利用を

今後どうするか。跡地、あとの施設等を

地域の中でどう生かしていくのかという

問題になりますので、教育委員会として

避難所をどうこうという議論は本来所管

する事項ではないわけですけども、先ほ

ど申し上げましたように、そういう説明

会等でお伺いした、さまざまなご意見に

つきましては、市長部局担当課の方にも

伝えまして、そこでの議論でやはりどう

していくかという全体像を描いていく。

その中に、やはり地元の方のご意見とい

うのも、きちんと反映できるような議論

を展開していくということは、今後必要

なんであろうというふうには私どもは認
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識しておるところです。

○石橋委員長　山崎委員。

○山崎委員　今の答弁で、どこが不安を

解消できる状態になるのかというのが全

然わからないわけなんですけれども、先

ほど教育長、８項目ほど問題が上がった

ということを言われました。

　一定理解していただいているというこ

とも言われました。どこの８項目、私も

ちょっと存じ上げないんですけども、ど

こを住民合意できた項目があるのか、１

つずつお答えいただきたい。

　小規模校解消、これを住民がオーケー

というか、これも納得してあるというふ

うに、これだけは納得してるということ

なんですか。

　それから、その項目を１個ずつ、よかっ

たら、これはできてますと、住民合意で

きてます、これはオーケーですというの

を上げてください。

○石橋委員長　和島教育長。

○和島教育長　住民合意と言われますけ

れども、私は住民合意という言葉では、

ないと思っております。

　これは、一定のご理解をいただきたい

ということで、合意と言えば、統廃合を

わかりましたということですけれども、

最初に言いましたように、やはり地域の

皆さん方は１３０年の伝統校である地元

の学校を何とか残してほしいという、そ

の気持ちを変えることは非常に困難だと

言ってるんです。

　ですから、ただ説明、ほかの項目です

ね。例えば、地元の声をどのように反映

したのかとか、校区変更による学校の存

続の検討、これも説明しました。

　１３０年の歴史認識と校名、この問題

についても一定の説明をさせていただい

てます。

　小規模校のメリット・デメリット、こ

のことについても説明いたしております。

　通学路の安全対策についてもお話を聞

きました。

　先ほども言いましたように、この問題

は、本当にもっとトータルで考えて、今

後統合までと言いません。あすからでも、

きょうからでも、今現在もやってますけ

れども、やはり今日の状況を見れば、通

学路だけじゃなくて放課後、あるいは学

校内、いろんなところの安全対策という

のも喫緊の課題です。そういうことにつ

いては取り組んでいるんだということで

す。

　跡地問題につきましては、一定、先ほ

どからご質問が出ておりますように、避

難所、特に高齢者の皆さん方にとっては

遠くなるということへの心配とか、いろ

いろあります。そういうことに対しまし

ても、先ほど普通財産に変わるから云々

という話はありましたけれども、やはり

総務防災課等とも議論をいたしておりま

す。

　ですから、そういう声は十分に伝えて

おります。

　あと、地域コミュニティと自治会活動、

これについては、自治会の方から特に連

合自治会のあり方、学校が２つが１つに

なるわけですから、その今、活動されて

いる連合自治会活動、これがどうなって

いくんだということも話してますし、そ

れについても今後、自治振興課も含めて、

やはり議論していかんとあかん課題です。

　今言いましたように、あと教育の充実、

これについても説明会の中で少ない、あ

そこへ出てこられるのは、どちらかとい

えば反対という声の方が出てきておられ

ます。そういう中でも、あの計画の中の

教育の充実策を見たら、これはなかなか

いいやないかという声も、発言がござい

ました。
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　そういうふうに、私たちは一定の説明

をしていった。ただ、しかし何度も言い

ますけども、やはり残していただきたい、

欲しいという、その本当に地元の方のお

気持ちを変えることはできない。それが

底辺にありますから、合意という言葉は

私は適切でないと思ってますけれども、

誠実に１つ１つ説明してきた。

　そして、残ってる点は、先ほども言い

ましたように、本当はこれからが仕事な

んです、教育委員会にとっても。学校、

保護者の方と、１個１個残ってる問題に

ついて議論し、解決を図り、そしてよい

学校、よりよい学校をつくっていきたい

と、そのように考えておりますので、ご

理解いただきたい。

○石橋委員長　山崎委員。

○山崎委員　合意がされないうというの

は、先ほどの残してほしいという気持ち

は変えることができないと、これはわか

るんです。だから、合意でなくても、今

言ったいろいろ説明してきた、それらの

中で理解されたと、する立場のものを上

げてください。

○石橋委員長　和島教育長。

○和島教育長　今、１点１点、論点につ

いて説明させていただきました。

　それで、理解されたかどうか、それは

どこで判断するかというと、非常に難し

い問題がありますけれども、そのことに

対して、例えば細かい話は控えますけれ

ども、そのことに対して、先ほども言い

ましたけれども新たなご質問、新たな論

点として提言がないということは、やは

り大きな判断材料です。

　そして、１回目の説明会、２回目の説

明会、半数ぐらいに参加者も減っており

ます。このことは、やはりあそこへ出て

こられてる方は、反対、残してほしいと

いう気持ちの方が来られてます。そこへ

来られてない多くの方は、やはり私はそ

ういう声にならないところの、やはりこ

のことは一定、やむを得ないなと思って

る方も結構おられると、私はそういう判

断をして、最終的にはやはり行政判断だ

と思ってます。

　ですから、市長も先般お話されました

ように、財政も含めて総論的に市政の舵

取り役として自分が説明させていただい

たということで、一定の理解を得たと確

信を持って上程したということでござい

ますから、そのとおりであると私も思っ

ております。

○石橋委員長　山崎委員。

○山崎委員　最低でも小規模校の解消は

せないかんという理解が市民の間にある

という立場なんですよね。だから、それ

を理解してもらっていると。その根拠も

ぜひお示しいただきたいんですけども。

　８項目、それぞれ説明したけども、理

解いただいてるかどうかわからないでは、

これは意見を聞いたことにも、住民合意

を図ったことにもならないんじゃないか

ということなんです。

○石橋委員長　暫時休憩します。

（午後１時２１分　休憩）

（午後１時２２分　再開）

○石橋委員長　再開します。

　山崎委員。

○山崎委員　先ほど言われたように、８

項目についても、これは理解してもらえ

たということもないままに統廃合条例が

提出されたという事実とは、全く私は矛

盾すると思いますので、この辺の整合性

も含めて、今後きちんと説明ができるよ

うな体制というか、今後、統廃合が決まっ

てからでも説明をするということも羽原

部長も言われましたので、しっかりと、

矛盾のない状態にしていただくように要

望いたします。
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○石橋委員長　森内委員。

○森内委員　今、論議されておる１０５

号については、いろいろなご意見を私も

聞いておるわけなんですけれども、ある

一面では、子どものためを思うと統廃合

も致し方ないという方もおられます。そ

ういう意味で、きょう三宅小学校のＰＴ

Ａの方から反対、路線は反対路線なんで

すけれども、統廃合に向けての条件とい

うようなものが出てきております。

　市のＰＴＡ協議会の方は１２月９日付

で慎重に継続して審議してほしいという

ような要望も出ておりますけれども、きょ

う新たに三宅小学校のＰＴＡの会長さん

の方から、きょう付で一応、条件等が出

されております。

　そこで、先ほども話があったんですけ

ども、三宅小学校、柳田小学校というの

は、これは１９年４月１日で統合という

ことなんですけど、その理由としては施

設改修ということで、物理的な、時間的

なもので間に合うから１年でいいという

ようなことをおっしゃったんですけど、

やはりソフト面からいきますと、児童数

が１４７名でしたか、三宅小学校は。柳

田小学校は、５００名ぐらいおられると

いうことで、例えば統合になったときの

バランス、３対１ぐらいの割合になるん

ですけども、このときにそのバランスを

考えると、ハード面だけじゃなしにソフ

ト面、例えば両校の児童、そしてＰＴＡ

等、いろいろな融和策というものを考え

ていかなければならないと思いますので、

その面からいきますと、子どもに対して

は、条件としては味舌小学校が味舌東小

学校へ行く、三宅小学校が柳田小学校へ

行く。これ、子どもに対しては条件は一

緒だと思うんです。

　だから、もう１年は延ばしてあげるべ

きじゃないかなと、私はそういうように

思うわけです。

　要望の中にも、きょう出てきた項目が

９項目出されておりますけど、それの一

番最初に統合の時期、統合時期を平成２

０年４月以降としてほしいという、統合

を前提としたような意見も出ております

ので、これは重要視すべきだと思います

ので、この点について三宅小学校と柳田

小学校の統廃合を１年遅らせるというこ

とを先ほど羽原部長が検討の余地がある

とも、可能とも言われたように思われま

すんで、その辺も含めて、どのように思

われるかお聞きしたいと思います。

　それから、今後、統廃合がされて教員

の配置等、いろいろ校区の見直し等がい

ろいろと出てくると思うんですけど、先

ほども論議されましたけども、教職員の

研修等も大路参事が先ほど言われました

けど、その必要性もかなり大きなウエイ

トを占めてくると思うんです。その辺の

対策もどういうふうに考えておられるの

か。

　それから、今言われましたように、一

番ご保護者の方が心配しておられるのが

安全対策。例えば、阪急の踏み切りを越

えて学校へ来なければならないと、そう

いうときにどういうような安全対策。

　教育長も先ほど全市的な問題というこ

とは確かなんですけれども、やはり部分

的に考えても今までから通学区域が変わっ

て遠くなるというようなこともあります

ので、安全対策には十分な配慮が必要だ

と思いますので、その点の具体的な、ど

ういうふうな形でやっていくという、こ

のマニュアルも必要かなと思います。

　それと、一番大きな問題は、跡地の利

用です。一時期、味舌小学校もどこどこ

に売却するというような話も出ました。

しかし、教育論でいくと、本当に子ども

のためには、統廃合やむなしというよう
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な形で答申がなされたわけなんですけど

も、それを重要視して我々も統廃合やむ

なしというような見地に立っております

けれども、やはり十分な地元校区の方に

納得できるような説明も、これは必要だ

と思います。

　特に、跡地問題ということになります

と、地域のコミュニティ施設としての、

それからまた非常時の避難所、防災対策

も含めた施設としても必要じゃないかな

と思うんですけども、その辺の跡地をた

だ単に財政的な観点から、これは教育委

員会ではなく市当局になるんですけども、

その辺のところもきちんと説明しておか

ないと、これは合意とまではいきません

けれども、ある程度の理解が得られない

と、あのときの統廃合が失敗だったと言

われないように、将来に禍根を残さない

ような統廃合をやらなければならないと

思うんですけども、その辺のところを一

度お聞かせいただいたらなと思います。

　それから、私のところへもたくさんお

はがきをいただいておりますけれども、

本市だけじゃなしに高槻、京都、吹田と

いうようなところから卒業された方が、

転校されたと思うんですけど、そういう

ような方にもやはり納得とまではいかな

いですけど、子どものために統廃合をこ

ういうふうな形で進めていくということ

で、最初に戻りますけれども、三宅小学

校と柳田小学校の、この時期的な問題、

これについて１年延ばすというようなと

ころの考え方についてお答えいただけた

らと思います。

○石橋委員長　羽原部長。

○羽原教育総務部長　三宅小学校の統合

時期の１年延期ということでございます。

　先ほどご答弁申し上げましたけども、

教育委員会としては１年で可能と考えて

おるところでございますが、統合に向け

ての整理をしなければいけない課題は、

非常に広汎にあるのも、これまた事実で

ございます。多岐にわたる事柄を片づけ

ていくわけですので、１年延びた場合は、

その協議をしたり、調整をしたりするこ

とが少し余裕ができるかなというふうに

は考えておるところでございますが、た

だこれも先ほど申し上げましたが、小規

模化の解消並びに学校教育の改善という

ことにつきまして、教育委員会といたし

ましては１９年４月の予定どおり着手し

たいと考えておるわけですけども、その

辺のことで少し、１年延びますと、やは

りそのあたりも１年延びるようなことに

なるかなというふうには思います。

　安全対策ですが、通学路につきまして

は、従来、主に交通安全ということを主

眼に置きまして、通学路を設定し、一定

の安全対策を図ってきたところです。

　近年、問題になっておりますのは、こ

れもご存じのとおり防犯と、犯罪から守

るというふうになってきておりますので、

通学そのものの考え方をもう１回、恐ら

く再点検が要るんでしょうし、違う切り

口から通学路というものをやはり考えて

いかないと、近年起きてるような事態に

は、対応が難しくなってきておると。そ

ういう意味で、先ほどこれも申し上げま

したが、学校だけ、行政だけで何かでき

ると、完結するというものでもなかなか

なくなってきておりますので、やはり地

域の方々のご協力もいただくということ

で、既に見まもり隊等の取り組みをして

おるわけですけども、こういう活動を今

後より広げていく、より密度の濃いもの

にしていくという努力は、委員会として

もするべきことというふうには考えてお

ります。

　ご指摘のありました阪急の踏切等のこ

とですが、その辺は従来の交通安全とい
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う観点からしますと、やはり現状のまま

では一定、安全を守るという意味で保護

者の方のご不安はあろうかと思いますの

で、それは教育委員会としては一定、何

らかの対応は具体的にしてまいりたいと

いうふうに考えておるところでございま

す。

　跡地の利用につきましては、これもご

指摘いただいておりますように、コミュ

ニティ施設なり、防災施設という位置づ

けは、やはり考えるべきではないかとい

うふうに思いますし、そういうご意見も

多々いただいておりますので、その辺を

含めまして、きちんと市長部局、教育委

員会の手を離れたから我知らずというこ

とではなくて、やはり説明会でそういう

ご意見をちょうだしておりますから、教

育委員会も一定そこで、こういうことが

ありますということを意見を述べながら

跡地の問題については整理をしていき、

地域の方々にご理解いただけるような計

画をこれからつくっていくことであろう

というふうに思っております。

○石橋委員長　森内委員。

○森内委員　一定のお答えをいただいた

と思うんですけれども、三宅小学校、柳

田小学校については、やはり時期的なも

のは１年延ばすべきだと私は思います。

このソフト面からいきますとね。

　中には、１日も早く統合してあげてく

ださいという方もおられます。というの

は、学年の中で男子が６名、女性の生徒

さんが２０名というようなことで、地域

の方も、そら１３０年の伝統の学校をな

くすというのは、これは非常に残念なこ

とであると言われておりますけれども、

うちの孫がそういうふうになったときに

は、これはやっぱり教育的に考えても致

し方ないなという意見も私どもも聞いて

おりますし、そういう面では１日も早く

統合というようなことも考えられるんで

すけども、やはり精神的なもの、いろい

ろな諸条件を考えますと、１年は延ばし

てあげて、せめて味舌小学校と味舌東小

学校の統合の時期というのを同じにする

べきではないかなと思います。

　ただ単にハード面じゃなくて、やっぱ

りソフト面も考えていかなければならな

いんじゃないかと、そういう面で私はで

きたら修正をしていただけたらなと思い

ます。

　それと、安全対策、それから跡地の問

題については、先ほども跡地の問題につ

いては部長がおっしゃいましたように教

育委員会から手を離れても、やはり小学

校というものは、ここにあった、人をつ

くってきた場所ですから、この摂津の伝

統の１つの糧というか、発祥の地という

ところをきちんと、やっぱり押さえてお

いて、やはり将来的にも教育施設として

残していきたいというのが地元の意向だ

と思いますので、やはり統廃合が仮に決

まったとしたら地元が、今後統廃合が決

まったから、もうこれでいいんだという

ことじゃなしに、やはり地元合意が、合

意というか、地元のある程度の理解が得

られるまでは教育委員会は努力するべき

だと思いますので、あまり木で鼻をくくっ

たようなことで、もう統廃合は決まりま

したから、これでいきますというような

ことが絶対にないようにしていただきた

いと思います。

　それと、いろいろな財政的な面もあり

ますけれども、やはりできるだけ教育施

設としての統廃合をしたときに、これだ

けの予算しかないから、前の学校がよかっ

た、前の方がよかったと、そんなことが

絶対ないようにしないと、統廃合をした

意味がないんで、それと職員の問題もで

す。
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　やっぱり、学校の先生も統廃合して、

いろいろな配置がえ等、いろいろあると

思うんですけど、その辺のところを一番

心配しておられます。子どもにあの先生

がおられた、これはエゴかもしれないで

すけども、やはり教育者の充実というも

のを図っていかなければならないと思う

んですけども、その辺についても対応に

どういうふうな形で持っていくかという

ことをお聞かせいただけたらなと思いま

す。

○石橋委員長　福元理事。

○福元教育総務部理事　ご質問の教職員

の、まず先ほども課長も答弁しておりま

すけれども、まず交流に向けて、統合に

向けて職員の研修をまず打っていくとい

うことがございます。

　それから、人事の方でございますけれ

ども、これもやはりルールがございまし

て、市の人事方針というのがございます

が、この統合に向けては若干、それなり

の配慮をしながら特例を設けながら進め

てまいりたいと。

　最も大切な子どもたちが安心して新し

い学校へ喜んでいけるというようなこと

で、研修あるいは人事を積み上げてまい

りたいというふうに考えております。

○石橋委員長　森内委員。

○森内委員　これからの教育委員会に期

待するわけなんですけれども、とにかく

将来に禍根を残さないような対応をこれ

からやっていただきたいと思います。

　統廃合に向けて、いろいろな問題はあ

ろうとは思いますけれども、１つ１つ解

決していくという姿勢で臨まないと、先

ほども言いましたように、これで統廃合

が決まったから、もうこれでいいんだと

いうことのないようにお願いして、質問

を終わります。

○石橋委員長　川口委員。

○川口委員　何か１年延長せよというよ

うな意見が出ておりますけれども、そも

そも先ほど教育長がおっしゃいました突

然に９月２９日、教育委員会が決定をし

て、市会選挙が終わったあと、まだ本会

議も始まっていない、そういう段階で教

育委員会を開き、決定をして、これまで

の経過があって、説明も行ってきたとおっ

しゃいますけれども、一般新聞報道のあ

り方についても、かなり市民の皆さんか

ら反対の声が上がったところですし、市

教委に対して不信が広がった、このこと

については本当に責任を感じていただか

ないとだめだと思ってるんです。

　議会の軽視、そのことも感じておりま

す。

　そういう中で、先ほど教育長は６回の

説明会、それも広報で突然でしたけれど

も、そこに参加されておられる市民は大

方反対の人が来てると、とんでもないこ

とをおっしゃいました。撤回してくださ

い。

　市教委が一方的にこの統廃合を決定を

して、言うたら一方的に説明会を今回開

いてきたわけです。そういう中でこんな

大変な混乱が起こってるんではないです

か。

　先ほど、子どものために一日も早く統

廃合してあげてくださいという、そうい

うお母さんの声、言っておられましたけ

れども、そういう方もそらいらっしゃい

ますでしょう。でも、何でこんなことに

なっているのかわからないということで、

地域でもう既に子育ての終わった地域の

人も来られましたし、あの寒い寒い中、

どれだけ４時間ほど辛抱して市教委のい

ろいろな声に対して質問や、それに答え

る答弁に対して、どんなに真剣に聞いて

おられたか。そのことについて、反対を

した人しか来てないみたいな言い方は撤
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回してください、その発言、まず。

　そういう姿勢でいてるから、こんだけ

不信が出てるんじゃないんですか。読み

ますよ、味舌小学校の、味舌東の統廃合

に対する要望書。

　大変情けないですよ、こんなことが一

中のＰＴＡ会長、味舌、摂津、味舌東Ｐ

ＴＡ会長名で出されております。

　本年１０月までは、ＰＴＡ、自治会と

も、それぞれ個別に説明会が開催されて

おり、一度しか説明を受けていない自治

会もあります。ＰＴＡにおいても署名提

出時の懇談や、説明会開催のための打ち

合わせもカウントされると市教委が公表

しているようには十分に説明を受けてい

ないのが実態です。

　市教委は、本年１０月までの数少ない

説明会の中でＰＴＡ、自治会に納得して

いただくまでは決定はしませんと約束を

していたにもかかわらず、９月の市会議

員選挙後、すぐに実施計画を決定し、約

束を反故にしました。

　また、市教委の実施計画決定後に市長

も出席して行われた２回の説明会では、

統廃合は既に決定したものであり、今後

の説明会では跡地問題や校区、通学路な

どについてご意見をお聞きしたい。統廃

合するかしないかの説明ではないと発言

しています。

　私たちは納得どころか、統廃合の必要

性すら理解できていません。市長並びに

市教委には、当事者である私たちが理解

できる説明をする義務があり、また私た

ちも説明の継続を望んでいるにもかかわ

らず説明会を一方的に打ち切り、本年１

２月議会において、条例改正案を提出す

る決意であると公言しています。

　私たちも今後も引き続き説明会の数を

重ねていただき、なぜ統廃合が必要なの

かを理解したいと切に望んでおります。

　議会において審議されるのには、まだ

まだ時期尚早であると考えています。市

議会におかれましては、第一中学校区市

民の気持ちをおくみ取りいただき、本年

１２月議会において、味舌小学校、味舌

東小学校の統廃合にかかわる議案につい

ては、採決を急ぐことなく慎重に取り扱っ

ていただくとともに、市議会において採

決する前に校区住民が理解、納得するた

めの説明会が継続されるようお力添えを

いただきたく、一中校区４校ＰＴＡの総

意として強く要望いたします。

　どう思われましたか、これを読まれて、

うそを書いてますか、これ、書いてない

でしょう。

　こんなに、今先ほど子どもの安全の問

題で見まもり隊などを発足して、多くの

親御さんたちが子どもの安全対策、通学

路の安全問題について心配をしておられ

ます。市教委がいろいろ協力をしてくれ

と言ったら、仕事もしておられるお母さ

んたちも多い中でも、やっぱり今、本当

に一生懸命協力しようという、そういう

お考えはみんなお持ちだと思うんですね。

こういうような地域の力を押しつぶして

いるのが、今、あなたたちのやろうとし

てることなんじゃないんですか、このや

り方が。どうですか、それ。

　それから、今度の条例の提案ですけど

も、全部の説明会、私も参加させていた

だきました。その中で、柳田小学校の親

御さんたちも柳田の学校としても３０年

近く歩んできた。味舌東の親御さんたち

も３０周年やりましたけれども、味舌東

として歩んできたと。

　そういう話をしているときに、教育長

は対等合併なんだと、そういうような言

い方をされましたけれども、名前につい

て三宅柳田、それから味舌とすることに

ついて、母体校の名前を尊重すると言っ

－ 35 －



てきた、これまでの市教委の対応につい

ても、ちょっと、これ、子どもが、僕、

三宅柳田小学校ですと言うんかなと不思

議なんですけどね。

　本当に、大変よく考えられて、こうい

う提案をなさっておられるのか。この答

申というか、それこそ市教委が言ってい

る答申の中身からしても、この名前につ

いてもどうなのか、お聞きしたいと思い

ます。

　それから、これは朝日新聞の１２月２

日付の報道ですけれども、あとで条例が

出てきますけれども、学童保育に養護学

校の子どもも摂津市は条例を改正して、

今度、入室をさせると、そういうことで

森山市長に手紙を書いたお母さん。

　市は、早速条例改正に着手して、養護

学校に通う子どもたちも、子どもも学童

保育室に通えると。大変機敏な対応をさ

れました。親としては、これ以上ありが

たいことはありませんと、こういうこと

で喜ばれているようなんですけれども、

その一方で同じ記事が朝日に載ってるん

ですけど、統合の問題ですけれども、こ

の統合の問題で校区については、それぞ

れの通学区域審議会、その中で決めると

いうことを言っています。

　前の協議会のときにも申し上げました

けれども、統廃合を決めるというときに

は、校区も一体として考えていかなけれ

ばおかしくなってくると、そう思うんで

す。その辺、一体どう考えてるんですか。

　三宅の統合の問題では、ＪＲと阪急そ

れぞれ、どちらで区切るかというのは、

２つの案が出ておりましたけれども、そ

のことについては柳田小学校に統合する

というふうになっておりますけれども、

この辺についても一体審議会で、校区に

ついてはどのようにしていこうとされて

いるのか。やっぱり、よくわかりません

ので、親としてはどうしても統合しなけ

ればならないという、もし結論に至った

場合、子どもはここの学校に行くという

通学路がはっきりわかった上で説明を受

けていくと思うんですけれども、その辺

のところはどう考えておられるのか、も

う１回、確認をしたいと思います。

　それから、１２月５日の議会運営委員

会での小野助役なんですけれども、小野

助役の答弁の中で地元説明会については

６回、市長や助役が出席して、さまざま

な意見を聞いてきたと。市としては、統

廃合の趣旨並びに経過については教育委

員会からも市長からも十分な説明をさせ

ていただいたと考えています。

　確かに、一部いろんなご意見がありま

した。一部ですか。どうですか、６回参

加されて、一部でしたか。

　この間、本当に説明を頑張ってやって

きたと。それは言っておられましたけれ

ども、理解が得られたなんていうのは、

全く今の状況ではないというのが多くの

地域の皆さんの声なんじゃないですか。

それを一部いろんなご意見がありました。

それから、その説明会に参加してきてた

のは反対している人が多かったみたいな

言い方、そういう認識でやっている以上、

本当に信頼を持ってもらえないと思いま

す。

　幾らいいことを言っても、本当にやっ

てもらえるんだろうかという、そういう

不信がますます広がっていくばかりです

し、先ほど前の条例の話の中でも、補正

の中でも、さらにお金が要るような計画

に統合の中でなってるわけですよね。

　片一方では、財政問題も本当に厳しい

財政があるということをおっしゃってた

し、２校を統合することで８，０００万

円から１億円の経費が削減できるんだと、

そういうふうにおっしゃってきたんです
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よね。

　そういう点から言っても、本当に理解

を得られてないですよね。こういう時期

に出してきたということについては、到

底納得できないですし、おたく、市教委

が出しておられます今度の資料編ですけ

ど、この中で大阪府の今回、審議会答申

でも参考にした大阪府の学校教育審議会

第二分科会の抜粋答申ですね。この中で、

最後に児童・生徒の急増期に新たに設置

した学校においては、急増期に比べて著

しく児童・生徒数が減少し、教室を初め

とする学校の施設、設備にかなりの余裕

が見られる状況もある。

　学校規模の縮小化が課題となっている

市町村教育委員会にあっては、その課題

解決のため、学校規模に伴う諸課題の検

討の場を設置することが重要である。そ

の際、行政、保護者、地域、社会が一体

となり、多方面からの意見を十分踏まえ

ることが大切である。検討に当たっては、

以下の視点が重要なものとなる。歴史的

経緯、地域住民の思い、十分な住民理解、

府教委でさえ、こんなふうに書いてるん

ですよ。

　学校の統廃合については、地域の実情

や将来を勘案した議論が必要だと。そう

いうことで、議論が出尽くしたなどとは

到底考えられないような、この間の説明

会の中でこのような要望書が一中校区Ｐ

ＴＡ、それから三宅校区の存続を求める

会の地元代表者の皆さん、それから連Ｐ

のＰＴＡ会長名でも出されてきました。

　これほどに、それぞれの当該ＰＴＡの

皆さんや地域の皆さんが市教委は説明を

してきた、そういうふうに言ってるけれ

ども、理解が得られてない、こういうふ

うにこの委員会としても認識しないとだ

めだと思うんです。

　こういう状況のもとで委員会で統廃合

の条例を先に決めてしまって、その後い

ろんな説明を聞くなんていうのは、やは

り住民理解をやっていく、それから答申

の前提であります有効利用検討会議でも

地域の声としての統廃合や校区変更でな

ければならない、このことが大前提なん

ですよね。それは、もう教育長も、よく

わかっておられると思いますし、そうい

う中でこの間やってきたやり方について

は、まだまだ十分理解が得られていない。

　今、この間いろいろお話したような跡

地の問題も含めて、通学路の安全対策と

か、それから校区変更が一体どうなるの

か、そういうこともきちんと精査した上

で条例を提案してくるんなら、またそれ

は審議の仕方があるでしょう。しかし、

こういう時期にこんな混乱している状況

のもとで私はこの条例案に賛成すること

は、やっぱりできないですし、時間を保

障する。

　先ほど、三宅の統合の年度を味舌と味

舌東の統合に合わせたらという提案があ

りましたけれども、そういうことができ

るんであれば、この提案については、や

はり継続審議するべきだと思うんです。

　今、もう少し教育委員会は地元の理解

を得られるように話し合いを、今までと

同じような話し合いでは、やっぱり平行

線です。教育長が平行線だと言ってしま

いたくなる、それはやっぱり市教委の対

応も説明をするだけで、住民の人たちや

ＰＴＡの皆さんの声がしっかりキャッチ

ボールできてないから、そういうことに

なるんじゃないんですか。

　そら、統廃合は、やっぱりしてほしく

ないわけです。１３０年の歴史がありま

すし、子どもたちが毎日通う学校、市教

委の言う行きたくてたまらない学校だっ

たんではないですか。それを統合するこ

とで、また通学路は２倍以上にもなりま
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すし、当然いろんな意見が今出てて、ま

だ本当に味舌でも２回ですよ、三宅でも

２回でしょう。そんなんで十分納得でき

た。摂津小なんか何も開かれてないです。

千里丘小に行く子どももいるかもしれな

い、それだって開かれていないです。

　こういう状況のもとで、この統廃合を

決める条例に先に賛成してしまうという

わけには、私はまいらない、そういうふ

うにはならないと思います。

　通学路の安全対策の問題では、私も本

当にこの間の事件で驚いておりますけれ

ども、小さい子どもさんにいろいろな傷

害事件、女の子どもさんが犠牲になる、

そういう事件が本当に全国に多いんだな

というのをある報道を見て知ったわけで

すけれども、味舌校区の皆さんが味舌東

への通学路を歩いてみられました。

　やっぱり、３０分ぐらい、大人の足で、

日曜日の昼からですので、それでも３０

分かかります。

　十三、高槻線を横断しなければならな

いとか、本当にいろいろな問題があるわ

けですよね。そんな問題、全然まだ話し

合ってないじゃないですか、何も話し合っ

てないじゃないですか。

　三宅の子どもたちが柳田へ行くにしま

しても、踏切りは、これまでも昭和園の

子どもたちが三宅に行くというときには

踏切を渡っていたケースもあると思いま

すけれども、集団登校しているわけです

けれども、今、学童保育なんかでも絶対

１人では帰さない、そういう対応をして

ますよね。それは、やっぱり先生たちと

市教委なんかも話し合ってもらって、子

どもの安全ということでやってきておら

れてることだと思うんですね。

　やっぱり、これ、２倍以上になるんで

すよね、通学路、なる子がいてるんです

よね。そこら辺で言っても、まだまだ不

安解消できてないですし、統廃合を決め

てからこういうことを話し合うんじゃな

くて、先にこういうことを整理してから、

まだ提案してくるという、そういうこと

もありでしょう。そういうことがないか

ら、統廃合の、なぜ統廃合しなければな

らないのかを理解できていない。

　一生懸命説明してきた、４０何回やっ

てきた。やってきましたけれども、自治

会においては１回しかやられてないとこ

ろもあるわけですよね。馬場さんとかは

大変忙しくて、あちこち行かれたから本

当に大変やったと思いますけれども、で

もやっぱりまだ理解が得られてないです

よね。

　そのことを今、市民の皆さんは一生懸

命、この委員会を見守ってはるところな

んじゃないですか。本当に、市長が人間

基礎教育の中で、一番目に何て書いてま

すか、言ってください。思いやりでしょ

う。

　学童保育の養護学校に通う子どもさん

については、即座に決断して、学童保育

に、今、学童保育もいっぱいなんですよ、

子どもが通学時間帯に危険な目に遭うと

いうことで学童保育に入る子どもたち、

全国的に物すごいふえてるんですよね。

　そういう中で、即座にそういうのを決

定してはるんですよね。やっぱり住民の

声をよく聞いて、こういう思いやりのあ

る市政をやっておられるんじゃないです

か。そういう、言っておられることと、

今回このような状況のもとで、形だけ開

いたような、十分理解がやっぱりできて

ない、そういう中で、せめてもう少し時

間を置いて説明を開いていくということ

でないと、どうせ平行線やなんて言うて

しまったら、これ、住民合意なんていう

のは図れないです。

　教育委員会のそういう姿勢のスタンス
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が変わっていないから、住民側も変われ

ない。そういうことなんじゃないですか、

理解できない。どうですか。

○石橋委員長　和島教育長。

○和島教育長　まず、説明会において出

て来られた方が反対の方が多かったとい

うことで、その発言についてのご指摘で

ございますけれども、地元説明会、市長、

助役も入られた中で６回、させていただ

きました。

　特に当該校であります三宅小学校、そ

して柳田、味舌小学校については２度や

らせていただきました。

　私がちょっと誤解を招いた発言であれ

ば補足させていただきたいと思うんです

が、やはりあの説明会、１回目の説明会

は、かなり三宅小学校においても、味舌

小学校においても厳しい反対の意見が多

く出されたと認識いたしております。

　そして、またその前にも教育委員会独

自で、この間の本会議でもご答弁申し上

げておりますけども、地域の会館に出向

いて地元の皆さん方と説明会ということ

をやらせていただきました。

　また、学校に出かけまして、ＰＴＡの

役員会にも出ました。そういう中では、

やはり大変厳しい反対のご意見が多かっ

たと認識いたしてるところでございます。

　委員も先ほど言われましたように、本

当に体育館におきましては寒い中で多く

の皆さん方が説明会に出席していただい

たということについては、私たちもあり

がたいものだと感謝いたしてるところで

ございます。

　ただ、やはり２回目の説明会になって

まいりますと、最終的には、先ほどのご

答弁でも申し上げておりますけれども、

論点についての新しい提案といいますか、

疑問というのが出てこなかったというの

も事実であります。そういう中で私たち

は今回、私たちの論点についての説明に

ついては、先ほどの議員のご質問の中で

もお話しましたけれども、一定のご理解、

十分なご理解かどうかは別にして、一定

のご理解はいただいたという判断に立っ

ているところでございます。

　それで、どうせ平行線だからとは決し

て思ってないわけで、平行線と言います

のは、私がこれまでの答弁でも言ってお

りますように、三宅小学校、あるいは味

舌小学校の皆さん方の気持ちを考えたら、

１３０年の伝統校である地元の学校を残

してほしいという、そのお気持ちを変え

ることはできない。その点については、

私は平行線という言葉で、その部分につ

いては平行線だと、これまでの答弁、何

度も申し上げておりますけれども、そう

いう中で説明会で今も言いましたように、

論点について説明していく中で一定のご

理解はいただいてきたと、そのように認

識いたしてるところでございます。

○石橋委員長　羽原部長。

○羽原教育総務部長　学校名の問題でご

ざいます。これも過日の本会議でもご答

弁申し上げましたけれども、非常にある

面、デリケートな部分のあることかなと

いうふうに当初から思っておるわけです

けども、やはり教育委員会の考え方であ

る母体校名を尊重する。もしくは、それ

ぞれ新しい名前をつけるという考え方も

またあるでしょうし、多分いろんな考え

方があるんだろうなというふうに思って

おります。

　１００％正しいと、何が絶対だという

ことは、これはない問題でありまして、

議論の尽きないところであるなと思うわ

けですけれども、先ほど申しましたよう

に、やはり歴史的な伝統を踏まえての母

体校名尊重という考え方が基本にはござ

います。
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　ただ、やはりそれぞれの将来子どもた

ちが１つの学校になったときに、よりス

ムーズになれる名前のつけ方ということ

で、私どもの方でも最後の最後まで議論

をしたところではあるわけですけれども、

結論といたしましては名前の類似性を考

えまして、味舌小学校、それぞれ類似性

という点からはかなり開きがございます

ので、三宅柳田小学校という校名でスター

トを切っていただきたいということで、

今回条例の改正をお願いしておるところ

でございます。

　学校区につきましては、一定、審議会

答申の中でも課題として残されている部

分がございますので、その点につきまし

て、やはり改めて２つの学校を１つにし

たときに、本当にどうすればいいのかと

いうことを改めて審議会をお願いをいた

しまして議論をしていただきたいなとい

うふうには考えておるところです。

　ただ、それぞれ現在そこに三宅小学校

のＪＲ以北の千里丘１丁目のところであ

れば、現在、三宅小学校へ通っておられ

る、当然、子どもさんも保護者の方もお

られるわけですから、その方々のご意向

ということも、これは踏まえないけませ

んので、単純な机上の議論だけではなく

て、そういう方々のお気持ちを考え、将

来の見通し、これも含めて審議会でのご

議論をお願いするべきことかなというふ

うに考えております。

○石橋委員長　川口委員。

○川口委員　最初は厳しい反対の声があっ

たけれども、２回目は新たな問題点は出

てこなかった。市教委が同じことを言う

からですよ。同じ答弁をするからですよ。

　最初、冒頭に１２月議会に条例提案し

たいと市長が言ったでしょ。あと、親は

どうすればいいんですか、そうしたら。

そういうような方向で最初から臨んでる

んですから。

　でも、森山市長は本会議で「大した混

乱もなく説明会が行われました」と、ま

たおっしゃいました。

　何も市教委が開いた説明会を混乱させ

ようと思って、だれも行ってないんです。

ほんとに自分たちの子どもたちがどうな

るんだろうと、そういう必死な思いで一

方的に市教委が決めたことについて、不

信や怒りや疑問を持って参加された方が

ほとんどなんですよね。そのことについ

て、何か新たな疑問点は出てこなかった

なんて、そういうことで一定の理解が得

たなんて、そんな言い方はありますか。

　もっと、そしたらラジカルにやっても

らったらよかったんですか、混乱するよ

うに。物すごい、みんな紳士的に市教委

に切実にいろんなことを言ってはったん

違いますか。腹が立つけど一生懸命抑え

て、やっぱり何でそうしなければならな

いんかということで、残してほしいとい

う、そういう気持ちがあるからでしょう。

　三宅だって、今さっきおっしゃいまし

たけど、男子の生徒が少ないと、そうい

うクラスもあるとおっしゃいましたけれ

ども、そういう中でも工夫しながら三宅

の学校なんかもいろんな、縦割りの教育

とか進めてきてるわけでしょ。それだけ

の部分を取り上げたら何かすごくあれな

んですけど、三宅の要望書については校

区変更も含めて、やっぱりやってほしい

という声も出てるわけでしょ。それ、先

ほど言いはった統廃合は、もう変えるこ

とはできないけれどもなんて、教育委員

会が決めたことが決定ではないですから

ね。議会で否決されたら、それこそ統廃

合はできないんですよ、そうでしょ。

　市教委が決めたことが決定ではないで

す。それを統廃合は変更できないと、そ

ういうことはできない。そういうことの
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考え方だけで言ってるから、何を言われ

ても結局は平行線になっていくんじゃな

いんですか。

　この統廃合の問題については、今回の

この１２月議会にこんな状況のもとで条

例が出されましたけれども、焦らずに十

分な審議をしてほしいと、そういうこと

がこの議会に望まれているわけですね。

そういう声に私たちが、どう答えていく

のか、すごく厳しく問われてることです。

　先に統廃合を決めるんではなくて、ま

だそれこそ時間をかけて、たった２回し

かまだやってないです、決定してから。

平行線にならないような説明会を努力し

て、やるべきじゃないんですか。通学路

の安全対策とか、そういうことも含めて、

跡地の問題も含めて、何も示してないじゃ

ないですか。

　教育委員会の議事録を読みますと、例

えば味舌で言うと体育館は残して、跡地

については市長部局の方と相談していき

たいなんていうのが出てましたけれども、

先ほど避難所としては体育館を残したい

というようなくだりもあったと思うんで

す。

　だけど三宅小学校でいいますと、避難

できる地域の人たちの数は１，３３５人

です。これは体育館に収容できる数だけ

ではないと思います。

　三宅校区は、地域、東１丁目２丁目３

丁目、昭和苑の人が行くことになってま

すけど、４，３４５人の住民がいてて、

その中で高齢者が７５５人、三宅小の避

難所で１，３３５人、避難できるんです

よね。これがどうなるのか、そんなこと

も全然わからないで賛成できないでしょ。

そういうこともクリアして、いろいろちゃ

んと話をした上で市長部局とよく話をし

た中でやらないと、仕方がないです、そ

んなんで賛成できるんでしょうか。

　それから、柳田校区ですか。味舌です

ね。味舌でも、味舌小学校は１，１９１

名収容できることになってるんですね。

これは体育館だけじゃないでしょ。学校

施設も合わせての数でしょ。体育館だけ

で１，１９１人も入れるんですか。どう

考えてるんですか。学校施設についても、

さっきも言いました。耐震補強工事もやっ

てきました。どんだけお金をかけてきま

した。大規模改修、耐震補強工事、トイ

レの改修、財政難て言いながらもやっぱ

り子どもたちの学校教育を充実せなあか

んということでお金をかけてきてるわけ

でしょ。その大切な施設が一体どうなる

のか、親は知る権利があると思いますし、

地域の人たちも知る権利があると思うん

ですよね。

　それを味舌東なんかでも同じことが言

えると思いますけれども、味舌でもね。

そういう意味で、先ほど羽原さんおっしゃ

いましたね。災害時の避難の場所として

の問題は、市長部局が考えるようなこと

で教育委員会の範疇ではないみたいなこ

とをおっしゃいましたけれども、今、２

８か所の指定避難所はほとんど学校施設

なんですよ、公立の。だからこそ大切な

んでしょ。

　市教委とは関係ないみたいな言い方は、

おかしいと思うんですよね。そういう点

でも、そういう認識であれば余計に住民

は、ますますやっぱり納得いかないんで

すよね。

　やっぱり、そういう認識なんですか。

学校施設というのは、子どもたちが学ぶ

場だけでなくて、地域の公共施設として

災害の拠点施設として大切な施設でしょ。

三宅小学校は、１，１３５人収容するん

ですね。味舌小学校は、１，１９１名収

容できるようになっているんですよね。

これが、言うたらなくなるわけでしょ。
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その辺のところは、どうなんですか。

　この委員会でも全く明らかになってな

いじゃないですか。そんなんで私たち賛

成できませんよね。あとのことが、どう

なるのかわからへんのに。

　市民プールのときだって、そうです。

つぶすことが先にありきで、摂津の子ど

もたちに本当に唯一の厚生施設として、

体育施設として提供してたこの施設がな

くなるということについて、後々のこと

まで何も絵を描かないでやってるわけで

すやんか。

　災害時の避難場所としても大切である

という、そういうところで市教委は、ほ

んまにどう考えてはるんですか、それが

なくなっていくということについては。

　市長部局のそれは範疇やと振っていい

んですか。そういう問題じゃないと思い

ます。

　２８か所の指定避難所で、中学校、小

学校、１２校と５つ、１７校が公共施設

の学校です。どうですか、その辺。

○石橋委員長　馬場次長。

○馬場教育総務部次長　大変多岐にわた

りましたので、すべてお答えできるかど

うかわかりませんが、私どもがいろんな

ことについて説明しきれてないとおっしゃ

ることについて、決して説明してないと

いうことでは、私はないと思います。

　基本的に、例えば今おっしゃった避難

地の問題でも摂津市の、私、一番最初に

説明会に上がったときに、摂津市の防災

計画の中で示されている避難の人数、そ

れと統廃合をしたとき、この２施設がな

かったときに足りなくなるかどうかにつ

いて、数値を持って一応お答えしました。

　遠くなることについては非常に申しわ

けないということはありますけれども、

防災計画で示してる人数につきましては、

この２つの施設がなくなっても市全体で

は確保できてるわけです。

　ただし、そこになければいけないとい

うお気持ちはよく理解いたします。です

から、そのことについては跡地利用の中

でそういう住民の切なる意見が出てます

ということにつきましては、１７年に私

ども内部で何回も議論した中では担当部

局に申し上げて、跡地利用で、どうぞそ

ういうことについてご議論くださいとい

うことについては申し上げております。

　また、通学路のことにつきましても、

今、川口委員、十三高槻線を渡らなけれ

ばならないとおっしゃいました。そうい

う方もありますが、しかし十三高槻線に

つきましては一定歩道が広くなっており

ますし、十三高槻線をくぐらなくても山

田川の両岸には一定、その下をくぐれる

ような形の安全施設もあるわけです。あ

れが狭いとか、暗いとかおっしゃるんで

したら、今もっと狭いところ、暗いとこ

ろはあるわけです。そういうことも私は

説明会で申し上げました。

　また、校区の問題でも、すぐには解決

できませんが皆さま方が要望される、例

えば千里丘へ希望されることであるとか、

今現在分断されてる校区をどうするかと

いうことについては、直ちに通学区域審

議会を設けてご議論させていただきます

ということもお返しいたしております。

　ですから、決して今言ったことについ

て私どもは、いや、これから一からやり

ますということでは、私はなかった、説

明をさせていただいたつもりです。

　ただ、十分な確定的なお答えはできて

おりませんから、そのことについて不安

とか、そういうことがあるというのは十

分、私ども承知しておりますので、ただ

しやはり私ども仕事を進める上におきま

しては、一定法律なり、いろんなことの

制約がありますので、例えば今回の問題
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でも、やはり条例がきっちり整備されて、

決定されないまま通学区域審議会を開け

るかといったら、そういうわけでもない

という、そういうこともあるわけですか

ら、そういうことについては私どもは一

定ご説明をしながら、まず条例をさせて

いただく中で、すぐさまやらせていただ

きますということも申し上げてるわけで、

十分、皆さま方の説明にお答えできない

のは、そういう理由もあるんだというこ

ともご説明しながらご理解をいただく努

力はしたつもりでございますが、しかし

そうはと言っても、質問される方につい

ては非常に歯がゆい思いをされていると

いうこともあったと思いますので、その

ことについてはこれから私どもが、いろ

んな説明会といいますか、そういう必要

な場を設けて、そういうことに対して１

つ１つお答えしていかなければならない

と、そういうふうに思っております。

○石橋委員長　羽原部長。

○羽原教育総務部長　ちょっと、行政の

意思決定の仕方についてのご質問が大半

だろうかなと思います。

　今回の統廃合の問題につきましては、

非常に関係する問題は多岐にわたります。

それを全部説明しきれなければだめだと

言われますと、これはもう行政といたし

ましては何もできないということになり

ます。

　特に先ほど申し上げましたように、校

区の問題などは何も決まってないのに校

区審議会で、はい、これをお願いします

というふうには、なかなかならないだろ

うと思いますし、一定の手順、段取りと

いうのは、行政体でございますので、や

はり踏んでいかないと、なかなか事が進

まないということもあるわけですから、

これは非常に中身はシンプルな問題でし

たら別ですけども、非常に広範に関係す

るところが多いものですから、やはり基

本的なところについてご理解願いながら

決定をしていかないと、事が進まないと

いうふうには考えているところでござい

まして、そういう意味ではその時点でお

答えできることについては一定、考え方

なり、お答えは示させていただいてきて

るというふうには思います。

　ただ、こうなります、ああなります、

具体的に立ち入ったご説明までは、なか

なかできてないことも多々ございますし、

それは先に申し上げましたように、これ

から片づけていく、これから議論してい

く、お答えを出していくという問題も少

なからずあるわけでして、その辺をまた

保護者の方も含めて議論をしながら、事

を進めていけば、よりご理解をいただけ

るのかなというふうには思っております。

　それと、学校が避難施設になっている

ということの考え方ですが、これは教育

委員会が避難所をどうせい、こうせいと、

ああだこうだということは所管の問題か

らいきますと、直接的にことを決めれる

立場にはございません。

　私どもは、学校施設を維持し、管理し、

預かるのが基本的な任務でございますの

で、ただそうは言いましても現実にそこ

が避難施設として活用されるということ

は、これは当然のことと思っております

ので、その辺、教育委員会があたかも決

めないからというのは、少しご議論が違

うのではないかというふうに考えており

ます。

○石橋委員長　川口委員。

○川口委員　学校施設の維持管理に責任

があるとおっしゃったので、やっぱり統

廃合をするに当たって、学校施設は避難

所となっているんだから、市長部局の問

題だといって片づけていいんですかって

言ってるんですけれども、ご理解してい
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ただけないようですね。維持管理してく

ださい。統廃合しないでね。

　それから、一定の手順を踏んでいかな

ければ全部は説明しきれないと、そうい

うふうにおっしゃったんですけれども、

割と初歩的な問題についても答えておら

れてないと思うんです。

　私が一番問題やなと思ってるのは、統

廃合を決めてから校区が変わるかもしれ

ない。自分が思ってた校区より違うとこ

ろへ行くような人が出てくるんですかと

聞いてるんですけど、それも何かデリケー

トな問題みたいなことをおっしゃってオ

ブラートに包んでおられるような気がす

るんですけどね。その辺もかえって混乱

するということになりますし、この条例

を出してくる前に一定いろんなことを聞

いてるんだから、その辺の検討をキャッ

チボールをしながらこうやりたいとか、

こう考えてますとか、跡地についてもこ

う考えてますとか、そういうビジョンを

示さなければ、やっぱり安心できないん

じゃないですかって言ってるんですけれ

ども。

　この問題については、馬場さんは避難

所としても、例えばある説明会では、

「味舌の避難所がなくなったらどうする

んですか」と言ったときに、星翔もあり

ます、そんなことをおっしゃいました。

ほかで、また違うことを言うてはったん

か知りませんけれども。

　味舌のＰＴＡの皆さんからお聞きした

ときには、署名を出したときに、森川市

長が跡地は売却するんですよと、ぽろっ

と言ってしまったということについても

馬場さんは、そのとき同席してはったけ

れども、覚えてないと。そんなふうにおっ

しゃったということで不信をかってるん

ですよね。

　一生懸命説明してきたつもりでも、そ

の場その場で、ちょっと違うこと、ニュ

アンス言ってはるんで、一体何なんやろ

うと、一体どれが本当なんだろうと、そ

ういうのがやっぱり、いろんな不信を呼

んでるというか、そういうことやと思い

ます。

　はっきりと人数まで言って、これだけ

の避難所を確保しますなんておっしゃっ

たこと、私は聞いておりません。

　そういうような意味でも、地元のこう

いう声が出ているもとで、私はこの委員

会で、この条例、統廃合を前提とした条

例を決めてしまうことについては、やは

り問題があると思いますので、ぜひ委員

長の方で、この条例の取り扱いについて

は協議していただきたいと、そういうふ

うに思いますので、答弁を含めて、よろ

しくお願いします。

○石橋委員長　暫時休憩します。

（午後２時２１分　休憩）

（午後２時３２分　再開）

○石橋委員長　再開します。

　答弁をいただきます。

　和島教育長。

○和島教育長　ご質問のうち、漏れてた

らまた言うていただいたらいいと思うん

ですけど、統廃合決定後に校区を決める

ということ、変更するということは問題

じゃないかというようなご質問であった

かと思います。

　この点に関しましては、地元説明会の

ときにもこの考え方は説明させていただ

いております。

　そしてまた、当該地域の方、特に具体

的には特に三宅小学校区でしたら千里丘

１丁目の方から要望書もいただいており

ます。

　説明会のときにもお話しておりますけ

れども、やはり通学距離がその地域につ

いては、非常に通学距離も長くなります。
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ＪＲを越えて阪急を越えてというような、

そういういろんな条件がありますので、

そのときに私がご説明申し上げましたの

は、やはり行政が一方的に三宅小学校は

すべての方が柳田小学校へ行ってもらい

ますというようなことではなくて、やは

り保護者の皆さん方、そして子どもさん

のことも考えた中で判断をしていきたい。

　それが、そういう要望もあるというこ

とも通学区域審議会の中へ伝えて、その

中へ保護者の方、また子どもにとって一

番いい校区は、どうなんだということを

検討していくというようなお答えにいた

しておりますので、今もその考えには変

更はございません。

　ですから、基本的にはやはり三宅、柳

田小学校、そして味舌、味舌東小学校、

それぞれが統合して計画にあります校地

は柳田小学校を使う、そしてまた味舌東

小学校を使うということでありますから、

大きなところではそちらの方へ移ってい

ただくということですけども、部分的と

いいますか、いろんな個々の条件があり

ますが、それについては十分配慮して決

定していきたいと、そのように思ってお

ります。

○石橋委員長　暫時休憩します。

（午後２時３６分　休憩）

（午後２時３７分　再開）

○石橋委員長　再開します。

　川口委員。

○川口委員　先ほどからずっと申し上げ

ておりますように、今回の条例提案です

けれども、統廃合を決めてから校区変更

ありなんだという、こういうやり方はやっ

ぱりおかしいと思いますし、このことも

含めて時間をもう少しかけて十分議論を、

住民の皆さんの意見がしっかりと理解で

きるように取り組んでいくことが必要だ

と思っております。

　私自身は、この統廃合の件については

もちろん反対をしておりますけれども、

こういう住民合意のないやり方で一方的

に決めるということについては、今、慎

重審議をやってほしいという、そういう

声が出ております。そういう中でこの委

員会の中で先にこういうような統廃合条

例を先に決めてしまうんではなくて、こ

の問題については今回は継続審議をして

いって、その期間に市教委はもっと住民

の人たちとの説明会など、十分理解して

いただくような努力をした上で、納得の

いく説明を私自身ももらいたいですし、

住民の人たちにもやっぱりそれを情報公

開を含めてお知らせしていくことが必要

だと思いますので、この条例については

継続審議を求めたいと思います。

　せめてですよ、せめて継続審議を求め

ていきたいと思いますので、ぜひ委員長

の方で協議をしていただきたいと、再度

お願いしておきたいと思います。

○石橋委員長　暫時休憩します。

（午後２時３９分　休憩）

（午後２時４９分　再開）

○石橋委員長　再開します。

　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後２時５０分　休憩）

（午後２時５１分　再開）

○石橋委員長　再開します。

　ただいま、議案第１０５号に対し、森

内委員ほか１名からお手元に配付いたし

ました修正案が提出されました。提出者

から、修正案について説明をお願いしま

す。森内委員。

○森内委員　ただいまお手元の方に修正

案を出させていただきましたので、修正

案についての説明をさせていただきたい

と思います。

　議案第１０５号、摂津市立学校条例の

－ 45 －



一部を改正する条例に対する修正案につ

いて、提出者を代表いたしまして、修正

内容の説明をいたします。

　今回の市長提案の条例改正では、味舌

小学校と味舌東小学校の統合が平成２０

年４月からとされておりますが、三宅小

学校と柳田小学校の統合につきましては

平成１９年４月からの実施となっており

ます。

　この実施時期の違いは、校舎増設の関

係であることは理解いたしますが、結果

的に統合までの準備期間に差が生じるこ

ととなります。

　とりわけ、統合に際して必要である当

該小学校の児童に対する事前交流の取り

組みは公平に保障すべきであるとの考え

から三宅小学校と柳田小学校の統合につ

いても平成２０年４月から実施されるよ

う修正案を提出するものであります。

　それでは、修正案について条文を追っ

て説明させていただきます。

　第１条及び第２条の修正は、両統合の

時期を同時にすることに伴い、号番号の

整理を行うものでございます。

　附則第１項の修正は、両統合の実施時

期を平成２０年４月１日とするものでご

ざいます。

　以上、簡単ではございますが、修正案

の説明とさせていただきます。

○石橋委員長　説明が終わりました。

　これより、修正案に対する質疑に入り

ます。山崎委員。

○山崎委員　承りました修正案ですけれ

ども、これは、ことの本質は統廃合には

変わりなく、柳田小学校と三宅小学校の

統廃合を１年延ばすというだけのものだ

と思うんですけれども、ここにどういっ

たメリットがあるのかということをお聞

きしたいと思います。

　先ほども羽原部長が、その間、１年間

の経費のこともありますしということも

おっしゃっておられましたが、ここに先

ほど住民感情も含めて統廃合のためのス

テップとして１年延ばすということにも

当然意味はあるんでしょうけれども、も

う少しその辺の意義というか、お聞きし

たいと思います。

○石橋委員長　森内委員。

○森内委員　おっしゃっておられること

はごもっともでありますけれども、先ほ

ども１０５号のところで私が質問しまし

たように、三宅小学校の生徒が１４７名

ということで、柳田小学校は約５００名

おられるということで、これの融合につ

きまして、やはり味舌小学校、味舌東小

学校と同じように猶予期間が要るんじゃ

ないかなと。

　それと、ソフト面、すなわち両校の児

童、それから保護者、ＰＴＡの事前交流

などを含めますと、やはり１年でもおく

らせてあげた方がいいんじゃないか。と

いうことは、味舌小学校、味舌東小学校

と同じように、条件は同じ、子どもに対

して機会均等という面で平等でなければ

ならないという観点から期限の延長を出

させていただいたわけでございます。以

上です。

○石橋委員長　山崎委員。

○山崎委員　私どもは、小学校統廃合そ

のものに反対をしております。ですから、

この立場で１年延ばしたところで本質的

に私は変わりはないと思っておるんです

けれども、この修正案を出してくるとい

う、この委員会で出てきて、本会議に上

程されて議会の採決を求めるという流れ

では、修正をしたから一定努力をした。

　それで議員の皆さんの賛成を得ようと

いうような意図があるというふうには言

いませんけれども、こういったことでは

私どもとしては納得できるものではない

－ 46 －



と、この条例案を含めて最初の原案その

ものから反対の立場をとっておりますの

で、この辺の背景というか、急に出てき

た住民の方のご意見というのをもう少し

説明していただければ、もしかしたら納

得させていただけるかと思いますので、

今、ちょっと住民の方からの声というよ

うな話も出てましたので、お願いいたし

ます。

○石橋委員長　森内委員。

○森内委員　１年延ばしたから、統廃合

に変わりはないということなんですけど

も、やはり子どもさんのことを思えば１

年間の時間というのは非常に大きなもの

であるということから両方の学校の統廃

合というものは、ソフト面においては大

きなメリットがあると思います。

　それと、ご質問のところで、この猶予

期間を１年延ばすということ、その前提

となるものが、きょうづけで三宅小学校

のＰＴＡの会長さんから市長あて、それ

から教育長あての、その第１番のところ

に統廃合時期ということで、以下要望を

実施するための時間を配慮し、統合時期

を平成２０年４月以降とするということ

を強く要望されておりますので、それを

受けまして我々もこういうような形で期

間の延長という形で修正を出させていた

だいたということで、決して我々が独自

で判断したわけではありませんので、や

はり地域の方、１３０年の伝統のある小

学校をなくすということには大きな抵抗

もあることは我々も理解しておりますけ

れども、やはり今後の子どもさん方の教

育を考えると、やはり１年間の猶予だけ

でも取るということが必要じゃないかな

ということで、提案させていただいたわ

けであります。

○石橋委員長　山崎委員。

○山崎委員　私、その意見、いろんな意

見が出てきている。その中でそれこそ一

部の意見にも違いないと、私は思うんで

すけれども、この統廃合本質そのものを

変えないという意味では、賛成のための

世論誘導というか、形成づくりとならな

いように、本質を変えずに条件闘争に入っ

ていけば、この統廃合案そのものに対し

て我々は敗北というか、譲ってしまうと

いうことには決して、くみするものでは

ないということを表明いたしまして、ぜ

ひ賛成のための、合意形成のための条例

案でないということだけ、ぜひ慎重にお

願いしたいと思いまして、ご要望とさせ

て貰います。

○石橋委員長　要望でよろしいですね。

川口委員。

○川口委員　先ほどから審議をしており

まして、私はまだこの住民の人たちの、

さまざまな声、三宅の、きょうづけで先

ほどちょっと拝見させていただきました

けれども、統廃合に諸手を挙げて賛成と

いう、そういうような要望ではないと思

うんですけれども、何せ先延ばししてほ

しいという、そういうことだったと思う

んですけれども、三宅の地元の自治会か

らも慎重審議、それから撤回を求める声

がある中で、せめて継続審査ということ

で結論はどうなるかあれなんですけど、

いろいろな不信や不安を論議をして、そ

ういう中で一定納得できた上でこのこと

についてどうなのかということなんです

けれども、これ、住民の皆さんから来て

る、時期尚早であるということとか、慎

重審議ということで言うと、結局はこれ

は１年先延ばしということで統廃合に賛

成するということになりますので、私は

賛成できないんですけれども、この点に

ついてはどのように受けとめて提案され

ているのか。その点だけ、確認しておき

たいと思います。
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○石橋委員長　森内委員。

○森内委員　私どもは統廃合については、

基本的には賛成しております。

　しかし、その中のいろいろな条件を満

たさなければならないということで、反

対と賛成と、これは両方かみ合わないこ

とは確かなんですけど、しかし子どもさ

んのことを考えれば、やはり１年間の猶

予をしながら、できるだけの理解を得て

いくということで提案したんで、その辺

のところ、私は賛成の立場から一応この

修正案を出しておりますので、その点は

ご理解いただかないと、今どうこう言わ

れても私がこの１０５号に反対というこ

とにはならないわけでありまして、十分

な協議もこれからもしていくというよう

なことで、地元の方でも合意とまではい

かないでしょうけれども、ある程度の納

得のいくような時間というものは、これ

は１年間はあって、ある程度の納得をい

ただけるように教育委員会の方でもやっ

ていただきたいと思うところであります

ので、その猶予として今回１年間の期間

の延長ということでご理解いただけたら

と思います。

○石橋委員長　以上で、修正案に対する

質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後３時２分　休憩）

（午後３時４分　再開）

○石橋委員長　再開します。

　議案第８２号、議案第８３号、議案第

８４号、議案第８５号及び議案第８６号

の審査を行います。

　本５件につきましては、補足説明を省

略し、質疑に入ります。

　森内委員。

○森内委員　今回のこの指定管理者制度

ということで、全体にわたってこの指定

管理者制度自体の委託先についてもです

が、委託先の体制、この指定管理者制度

になることによって、事務的経費も委託

されるということでございますので、そ

の辺の内容でどれぐらいの教育委員会と

してメリットがあるのか。人件費等も減っ

てくることとは思うんですけども、その

辺の内容ですね。

　それと、一番懸念されるのが８５号の

温水プールの委託が、これは水泳連盟と

体協の中の１つの連盟に委託をされると

いうことなんですけども、これの体制が

果たしてきちんとできるのか。責任の所

在等、非常に法人格を持っておるような、

ないような、その辺のところがちょっと

心配されますので、その辺についてお答

えいただけたらなと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

○石橋委員長　奥田部長。

○奥田生涯学習部長　体育施設の指定管

理者でございますが、今、委員ご指摘の

ございましたように、温水プールを除き

ましては、すべて施設管理公社の委託と

いうことに、指定管理者の指定というこ

とでしているところでございます。

　人件費等、あるいはまたその他の管理

費等もございますけれども、それぞれ事

業計画書の中で、それぞれ団体が出てき

ております。それによりますと、温水プー

ルについては人件費は４，７０１万１，

０００円で、管理費は２，７６４万３，

０００円でございます。

　その他、それぞれの青少年運動広場、

体育館、くすのき、柳田テニスコート、

それからスポーツ広場と個別に収支の見

積書をいただいてるところでございます

が、これについてはいずれもすべて１８

年度の費用の額をそのまま５年間してい

ただいているということでございます。

　したがいまして、伸び等については、

すべて抑えているということでございま
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す。

　それから、８５号の温水プールが水泳

連盟ということで、法人格はないという

ことでございます。さきの本会議でもご

説明申し上げましたように、水泳連盟に

ついては確かに今、法人格はないわけで

ございますけれども、今回の公共施設の

管理につきましては、地方自治法の改正

によりまして、株式会社のような民間企

業、あるいはＮＰＯ法人や地域の自治会

など組織された団体も指定管理者として

指定を受けることができるようになった

というところでございます。

　温水プールの運営につきましては、こ

れまで平成２年から摂津市水泳連盟に委

託してきた経過がございますので、さし

ていただいたということでございます。

○石橋委員長　森内委員。

○森内委員　懸念するところは、余り突っ

込みますと来年度予算の審査になってし

まいますのであれなんですけれども、果

たしてその団体が十分にそれで対応でき

るかというところ、例えば施設管理公社

にいたしましても、例えば青少年グラン

ド等、その辺の清掃、草引き等は自分の

ところの管理公社の職員じゃなしにシル

バーに委託とかいうことになっておりま

す。

　これが人件費等、いろいろな諸費用を

抑えてくると、またそのシルバー人材セ

ンターの方にしわ寄せが来て、賃金のダ

ウンというようなことも考えられるとい

うことが懸念されます。

　なぜシルバーをといいますと、市がつ

くった高齢者施策の一環でありますので、

その辺のところも考慮しなければならな

いなとは思いますので、その辺のところ

もどのようになるのか。

　それと、施設管理について指定管理者

という形で例えば温水プールを管理者と

して水泳連盟がやるわけなんですけども、

このときに修繕費等、これも一応、管理

委託される団体が全部見なければならな

いということで、修繕等の大きな修繕費

が出た場合には、どのような協議をして

解決していかれるのか、その辺のところ

が危惧されるところです。

　その辺についても今後の課題としまし

て、一定、どのような見解を持っておら

れるのかお聞かせいただけたらなと思い

ます。

○石橋委員長　奥田部長。

○奥田生涯学習部長　まず人件費の諸費

用でシルバー人材センターは現在体育施

設、また温水プールもそうでございます

けれども、清掃、もしくはいろんな部分

で人手を派遣していただいております。

　今回、指定管理者制度導入に当たりま

しては、指定先を施設管理公社、あるい

は水泳連盟といたすことになっておりま

すが、シルバー人材センターについては

高齢者の雇用を確保するという意味から、

少なくともこの５年間、指定期間は５年

間でございますので、５年間については

シルバー人材センターの方から要員を派

遣していただくというふうな話をしてご

ざいます。

　それから、その施設管理、いわゆる温

水プールの修繕費でございますけれども、

これにつきましては、いわゆる小規模な

修繕については、私どもの方で温水プー

ルの指定管理先の方にお金を渡してまいっ

て、委託経費の中に含めていきたいとい

うふうに考えております。

　なお、今、ご懸念のございました大規

模な修繕については引き続き、今、市が

もっていくというふうに考えているとこ

ろでございます。

○石橋委員長　森内委員。

○森内委員　そういう見解で理解いたし
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ましたけれども、今からこういうことを

言っては何ですけれども、５年後には今

は随意契約というような形で指定管理者

を指定しとるわけなんですけれども、そ

の後、やはり競争入札というような形に

なってくると思うんですけれども、５年

間はあっという間に過ぎてしまいますの

で、その辺の対応を今後きちんとやっと

かないと、今まで委託していた市の、はっ

きり言えば三セクというような団体に全

部委託しとるわけなんですが、それより

競争入札をやったとき、その方々が仕事

がなくなってしまうというようなことも

懸念されるわけで、コスト面だけを考え

て、この指定管理者制度というものはい

かないと思うんですけど、その辺だけお

聞かせいただいて質問を終わりたいと思

います。

○石橋委員長　奥田部長。

○奥田生涯学習部長　今、委員ご指摘の

とおりでございまして、５年後はやはり

この指定管理者制度も民間活力というん

ですか、やはり競争の原理が働くという

ことからすれば確かに今、コストダウン

が可能かもわかりませんが、やはり私ど

も指定管理者制度を導入しました趣旨は、

やはり住民の方に良好なサービスを提供

するということも大きな命題でございま

す。

　したがいまして、コストにこだわるだ

けでなくて、十分な市民サービスができ

るということを基本に念頭に置きまして、

選定してまいりたいというふうに思って

おりますので、よろしくお願いいたしま

す。

○石橋委員長　ほかに、川端委員。

○川端委員　それでは、ご質問させてい

ただきます。

　この指定管理者制度は、これまでの管

理委託制度に替わって導入をされるもの

でありますけれども、２点ほど、これ、

ざっくりした今回、８２から８６号まで

に関してですけども、質問をさせていた

だきたいと思います。

　これまでの制度との違いですね。管理

委託制度。

　また２点目は、この指定管理者制度の

導入で、どのような効果が見込まれるの

か。今も少しちょっとお話もありました

けれども、ポイントは費用とサービスだ

と思いますけれども、その点についてちょっ

とお答えいただきたいと思います。

○石橋委員長　奥田部長。

○奥田生涯学習部長　地方自治法の改正

前は管理委託制度というふうに申しまし

て、地方公共団体の管理権限のもとに契

約によりまして委託先が事務を行うとい

うことでございました。

　したがいまして、権限については我々、

例えば市であれば行政が担ってたという

ことでございます。

　しかしながら、今回の指定管理者制度

につきましては、摂津市の指定を受けた

指定管理者が管理を代行するということ

でございますので、いわゆる公の施設の

管理権限を指定を受けた団体に委任する

ことになってございます。

　したがいまして、この指定管理者が大

きな権限を持つと。指定管理者のもとに

事務が執行されるということになります

ので、よろしくお願いしたいと思います。

　それから、どのような効果ということ

でございますが、指定管理者制度導入の

ときに地方自治法改正の際に総務省の方

から示されました趣旨でございますが、

やはり多様化する住民ニーズを効果的、

効率的に執行していくためには民間のノ

ウハウを広く活用することが求められて

いるということでございまして、そうす

ることによりまして、やはり住民サービ

－ 50 －



スの向上、そしてまた経費の削減を図っ

ていくというのがこの趣旨でございます。

　したがいまして、先ほどもこの収支見

積書も少し説明させていただいたところ

でございますけれども、やはり５年間、

同じ費用の見積りを出していただいてい

るということも踏まえまして、我々とす

れば人件費の伸び等も全くなしにしてい

るというような状況でございますので、

そういった点も含めまして指定管理者制

度の最低限の目標を達することができる

ようになったのかなというように思って

いるところでございます。

○石橋委員長　川端委員。

○川端委員　今、お答えいただきました

んですけれども、この指定管理者が大き

な権限を持ってくるということで、この

指定管理者はそれこそ指定管理者になる

ことができる団体には、特にやっぱり制

限がないわけですよね。

　民間の事業者とかＮＰＯとか、そうい

う市民活動団体もその対象になるわけで

すし、先ほどお話もありましたコスト削

減という、市民サービスとコスト削減が

一番のメリットといいますか、大事なこ

とになってくると思います。

　他市ではインターネットでちょっと見

ましたら、大きく公募をしております。

当然、またそういった形になってくると

思いますけれども、これからも市の取り

組みによっては各市によって大きな格差

も出てくると思いますので、本当に今、

厳しい財政状況でもありますし、これを

大いに利用しながら大きく公募をしなが

ら少しでも市民サービスの向上ができ、

またコスト削減ができるという、コスト

ダウンができるという、そういった方向

でしっかりと取り組みをよろしくお願い

したいと思います。

○石橋委員長　ほかに質問はありません

か。川口委員。

○川口委員　１点だけお聞きしておきま

す。

　これの市民へのいろいろな料金体系で

すね。使用料とか、こういうのは一体ど

うなっていくのか、その点だけ確認をし

ておきたいと思います。

○石橋委員長　奥田部長。

○奥田生涯学習部長　料金体系は、これ

は変わりません。

○石橋委員長　川口委員。

○川口委員　変わらないと、当面は変わ

らないけれども、指定管理者になっていっ

たときに料金などを決める場合は、ここ

の委員会などで、また審議をするという、

そういうことで了解してよろしいでしょ

うか。

○石橋委員長　奥田部長。

○奥田生涯学習部長　はい。

○石橋委員長　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後３時１９分　休憩）

（午後３時２０分　再開）

○石橋委員長　再開します。

　議案第１０６号の審査を行います。

　本件につきましては、補足説明を省略

し、質疑に入ります。

　川口委員。

○川口委員　この件については、市の方

の直営で行うということなんですが、管

理面については今までと同じようにする

ということで理解してよろしいんでしょ

うか。その点だけ確認したいと思います。

○石橋委員長　奥田部長。

○奥田生涯学習部長　鳥飼図書センター

でございますけど、従来の管理委託制度

を直営するということでございますが、

一部の業務委託を含む直営ということで、

今、ご質問の趣旨のとおりでございます。

○石橋委員長　ほかに質疑はありません
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か。

　　（「なし」と呼ぶ者あり）

○石橋委員長　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後３時２１分　休憩）

（午後３時２２分　再開）

○石橋委員長　再開します。

　議案第１０７号の審査を行います。

　本件につきましては、補足説明を省略

し、質疑に入ります。

　山崎委員。

○山崎委員　摂津市の学童保育条例の一

部改正する条例案。障害者も学童保育を

受けられるということは非常にありがた

いことなんですけれども、この中身の方

でどういう審議がされたかというか、お

話されたかというのをちょっとお聞きし

たいんです。と言いますのは、私どもも

障害者、子どもに持っておりまして、茨

木養護ですとか盲学校に通ってるお子さ

んを受け入れるということなんですけれ

ども、３時半に学校が終わりましてお迎

えに行くわけです。スクールバスで帰っ

てくるわけです。

　私どもの家の方に帰ってくるわけです

ね。それから学童保育というと、家へ帰っ

てきてから、また学童保育に連れて行く。

またお迎えに行くというか、また連れ帰

る、そこにおってもいいんですけども、

あんまりこれに私ども、例えば障害者が

いらしてもお仕事されてる方なんかもい

らっしゃるんですが、こういう意味では

ずっと、夕方５時ぐらいとか６時ぐらい

とかまで預かってもらえたら非常に助か

りますけれども、その３時半とか４時の

時間に迎えに行って、連れて行って、連

れて帰ってということでしたら、あんま

り学童保育、預かってもらうメリットと

いうか、そのものが障害者を持ってる親

御さんにあまりないのではないかと思っ

ておるんですけれども、この辺の論議と

いうのはしていただけたのかなと。

　預かってもらうということは非常にあ

りがたいことですし、預かっていただく

親御さんも当然いらっしゃると思います

けれども、この辺、どういう話をされた

かなというのをちょっとお聞かせいただ

きたいと思います。

○石橋委員長　木下課長。

○木下生涯学習課長　その点につきまし

ては、従来から市内小学校に在学の１年、

２年、３年生の児童を対象に学童保育の

入室要件にかなうものを入室許可してま

いりました。それに加えての養護学校等

の資格要件を拡大といいますか、緩和し

てきたわけでございます。

　先ほど、委員のおっしゃっているとお

り、養護学校の授業が終わってスクール

バスで最寄りのバス停に戻ってくる。そ

こから今、私どもが考えておりますのは、

該当の学童保育室の指導員を１名加配い

たしまして、最寄りのバス停に迎えに行

くような形で、今、内部でも指導員とも

協議しておるところでございます。

　そうすることによって、いろいろ今回

の条例改正のメリットが出てくるものと

いうように思っております。

○石橋委員長　ほかに質問はないですか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○石橋委員長　以上で質疑を終わります。

　暫時休憩します。

（午後３時２４分　休憩）

（午後３時２８分　再開）

○石橋委員長　再開します。

　討論に入ります。

　山崎委員。

○山崎委員　議案第７６号、１０５号及

び１０５号に対する修正案も提出されま

した。それにあわせて反対の討論を行い

ます。
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　市長は在席でございませんでしたので、

きょうの質疑の内容をまたもう一度ご参

考にしていただいたらよろしいかと思う

んですけれども、きょう私、質疑させて

いただいた中で、この３件について条例

案そのものが住民合意がないということ

が明らかになってまいったと思っており

ます。

　何一つ、合意点が明らかになってこな

かった。財政的にもいろいろ問題が出て

いる。安全対策でもビジョンがない。地

域の避難所として、これからの地域形成

において先々のビジョンが明らかにされ

てこなかったということも明らかになっ

たと思います。

　それで、まだまだこの問題に対して論

議が不十分であるという立場で、これか

らの先々の犠牲というか、デメリットを

見ても小学校の小規模校の解消が必要と

いう論議の立場すら、私は理解できない

立場で、この３件に関して反対の立場を

表明せざるを得ないといたしますので、

よろしくお願いいたします。

○石橋委員長　ほかにございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○石橋委員長　以上で討論を終わり、採

決します。

　議案第７６号所管分について、可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○石橋委員長　賛成多数。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第８２号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○石橋委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第８３号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○石橋委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第８４号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○石橋委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第８５号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○石橋委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第８６号について、可決すること

に賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○石橋委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第１０５号を採決します。

　まず、議案第１０５号に対する森内委

員ほか１名から提出された修正案につい

て、可決することに賛成の方の挙手を求

めます。

（挙手する者あり）

○石橋委員長　賛成多数。

　よって、本修正案は可決すべきものと

決定しました。

　次に、ただいま修正議決した部分を除

く原案について、可決することに賛成の

方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○石橋委員長　賛成多数。

　よって、修正議決した部分を除く原案

については可決すべきものと決定しまし

た。
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　議案第１０６号について、可決するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○石橋委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　議案第１０７号について、可決するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。

（挙手する者あり）

○石橋委員長　全員賛成。

　よって、本件は可決すべきものと決定

しました。

　以上で、本委員会を閉会します。

（午後３時３２分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

文教常任委員長 石 橋 徳 治

文教常任委員  川 端 福 江
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